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（午前１０時００分 開議）

（ ） 。〇委員長 鎌田ちよ子 ただいまから本日の予算審査特別委員会を開きます

ただいまの出席委員は24人で定足数に達しております。

これより昨日に引き続き議案第24号 平成22年度むつ市一般会計予算の審

査を行います。

昨日は、第８款土木費までの質疑が終わっておりますので、本日は第９款

消防費から審査してまいります。

それでは、本日の審査に入ります。

第９款消防費について、理事者の説明を求めます。総務部長。

〇総務部長（新谷加水） おはようございます。第９款第１項の消防費につい

てご説明を申し上げます。68ページをお開き願います。

１目常備消防費でございます。ここには、下北地域広域行政事務組合に対

する負担金のうち広域消防に係る負担金を計上してございます。消防本部を

初め署、分署、計 162人分の人件費のほか、大畑消防署の建設事業費５億

5,046万2,000円が主なものとなっております。完成は、本年９月末の予定で

ございます。なお、前年度比２億2,637万3,000円の増は、この大畑消防庁舎

建設事業費の増に伴うものでございます。

次に、２目非常備消防費でございます。これは、むつ市消防団の維持運営

に係る経費でありまして、非常備消防事務、いわゆる消防団事務の委託料と

なっておりまして、主なものは総勢1,067名の団員の人件費、屯所の維持管

理費等となってございます。前年度比500万円の増は、各消防団の備品及び

車両の整備費の増によるものでございます。

次に、３目水防対策費でございます。これは、むつ、川内、大畑、脇野沢

の４地区にあります水防倉庫の維持管理に要する経費でございます。主なも

のは、土のう袋、砂などの水防倉庫備蓄用消耗品の購入費でございます。

、 。 、次に ４目防災対策費でございます ここには防災行政無線の維持管理費

防災メール自動配信システム使用料、県防災ヘリコプター連絡協議会及び県

地域情報ネットワークに係る負担金等のほか、新規事業といたしまして、防

災拠点施設用地整備事業費１億8,067万5,000円などを計上してございます。

前年度比１億6,679万5,000円の増は、この防災拠点施設用地整備事業に伴う

ものでございます。

次に、５目消防施設整備費でございます。これは、消火栓、防火水槽、消

防車両などの消防施設の整備に係る経費でございまして、当年度はむつ消防

団、13分団、中野沢地区でございますが、19分団、泉沢地区の小型動力ポン

。 、プ付積載車２台の更新を予定してございます 前年度比883万9,000円の増は
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この車両更新に伴うものでございます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。横垣成

年委員。

〇委員（横垣成年） １点だけお願いします。

防災拠点施設用地整備事業費、これもう少し中身を詳しくお願いいたしま

す。土地は、結構もう整地しているみたいなので、建物の建築に入るという

中身なのかどうか、よろしくお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 総務部長。

（ ） 、 、〇総務部長 新谷加水 これは 以前にもお話しいたしておりましたように

警察署の建設用地の隣にオフサイトセンターの建設を想定してございます。

そのためのいわゆる底地の準備というふうなことでございまして、中間貯蔵

施設は平成22年７月着工、平成24年７月操業開始予定でございますが、この

原子力施設に関連してオフサイトセンターが必ず設けられるということにな

ってございまして、私どもとしては、このオフサイトセンターを当市に、い

わゆる警察署の隣に誘致したいというふうなことで要望申し上げているとい

うことでございますが、このオフサイトセンターの完成は、中間貯蔵施設の

操業開始前でなければいけないというようなことで、少なくとも平成24年４

月までの完成を目指したいということでございまして、その建物に先立ちま

す用地につきましては、平成22年度中の造成工事が必要となってくるという

ことでございます。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。

〇委員（横垣成年） 説明によりますと、これは用地整備だけで１億8,000万

。 。円もかかるということですか ちょっとかなり金額が張るなと思うのですが

しかも、これ全部自前のお金ですね。何でここまで地元がお金を出さなくて

はいけないのかなというふうに思うのです。だって、この中間貯蔵施設は国

策なのですよね。それなら向こうのほうでほとんど賄ってもらってもいいの

かなというふうに思うのですが、そこを向こうのほうと交渉したものかどう

か。これ土地だけで１億8,000万円もかかるのかどうか、土地の整地だけ。

ちょっとここの積算根拠を教えてもらえればなと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） ご存じのように、当該用地につきましては、真ん中

に水路が走っています。さらに、道路よりも大分低くなっているという状況

。 、 、 、がございます そういうことで 水路のいわゆる変更 それから擁壁の設置
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それからそこを整備するということになりますと、下流部への水量調整、こ

ういうふうなものが必要になってまいります。そういうことで、通常の用地

造成よりもどうしても整備費がかかってくるというふうなことでございまし

、 、 、 、 、て 具体的に申し上げますと 水路つけかえ工事 用地造成工事 擁壁工事

それから調節水槽の設置工事というふうな工事が必要になってくるというふ

うなことでございます。オフサイトセンターを建てるというふうなことで、

建物については当然国の施設ということになるわけですので、その部分につ

いては国の交付金が出るということになるわけでございますけれども、底地

については地元で用意するということになっておりますので、このような予

算計上をさせていただいたということでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。

〇委員（横垣成年） そういう意味では、ここの用地はそのぐらいお金をかけ

ないと大変まずい土地だというのが逆に言えると思うのです。だから、この

ぐらいお金をかけなくても、もっと適した土地はあったのかなというふうに

思うのですが、そこら辺の検討はしたかどうかということと、やはりもっと

国のほうに、こんなにお金かけないとだめなものかどうかという、地元負担

をもっと少なくしてほしいような、そういう交渉をできないものかどうか、

そこのところをもう少しお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 以前にもご説明いたしておりますように、防災拠点

というふうなことで、市役所がここに移りましたので、警察署も市役所のす

ぐ前に移るというふうなこと。そういうことを考えますと、非常に場所的に

は望ましい場所であるというふうなことが挙げられます。オフサイトセンタ

ーは、立地場所として通常原子力施設の近くというふうなことがあるわけで

ございますけれども、私どもとしてはやはり関根浜というよりも、こちらの

場所のほうが万が一の事故に対応した行動をとりやすい場所というふうに考

えての提案でございます。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） １点だけ、総務部長か防災調整監に確認したいことがご

ざいます。

防災ですので、関連としてこの間の地震のことですが、報告書を待つこと

、 。 、 、になっていますが 事実関係１つだけお願いいたします 実は 地震の際に

避難勧告から避難指示に移りました。そして、そのときにある方が、行政連

絡員でしょうか、町内会長でしょうか、民生委員かですが、直接本人からお
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尋ねをしたのですが、市役所のほうに 「だれがひとり暮らししているかわ、

、 」 、 、「 」からないから その情報をくれ と言ったら 担当の人が 今は出せない

と 「個人情報の保護の関係で出せない、６月だったら出しますよ」という、

返事をしたそうなのです。その方が、次の日に私のところに来まして 「何、

事だ」と。言うに事欠いて、今避難指示が出ているのに、６月だったら出せ

ますので勘弁してくださいという答弁したそうなのです。事実かどうか、こ

れだけ確認します。そして、このことが報告書に盛り込まれる予定なのかど

うか、よろしくお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 防災調整監。

〇総務部理事防災調整監（岩崎金蔵） ただいまの情報を私今初めてわかった

のですけれども、実はこれは要援護者の関係になると思うのですけれども、

災害時の要援護者、いわゆる一般的には災害弱者と言われている方々なので

すけれども、実はこの要援護者の支援マニュアルなるものを現在策定中なの

です。先ほど個人情報の関係で出せないというふうな話があったということ

なのですけれども、これは事実でございます。今我々防災担当にとって一番

困っているのは、その個人情報が絡む、情報は外部に漏らしてはだめだとい

、 、うふうな個人情報保護条例の関係がありますので これをクリアするために

現在いろんな条例改正を含めまして検討中なわけです。それで、多分６月と

いうふうな回答は、それに基づいたものだと思うのですけれども、仮に個人

情報がなくても、隣近所の方々で、本当はこれは助け合っていただくのが我

々防災担当としては非常に助かるのですけれども、そういうことも言ってい

られませんので、本当に早急にこれは条件面をクリアしまして、要援護者の

名簿、この共有に向けて今作業を進めておりますので、ご理解いただきたい

と思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） 事実だということですね。では、事実にしろ、そういう

お答えをしたのであれば、情報を流さないのであれば、市役所職員がその知

っている独居老人ですか、その災害弱者ですか、行って助けなければいけな

いでしょう。一報した人が、その家を知らないのですから。あなた方に情報

を教えてくれと言った人が家を知らないのですから、助けられなかったので

す。現に家にいたのですよ、その方は、津波警報来ても。その家に、津波が

来る家にいたのですよ。あなた方がそういうふうに答えたのであれば、あな

た方でその弱者のところへ行って助けなければいけないではないですか、情

報を漏らしてはいけないのであれば。知っているあなた方が助けなければい

けない。あなた方はどういう行動をしたのですか、では。そういう情報を彼
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に、民生委員ですか、町内会長ですか、漏らさないで、６月になれば出せま

すと電話来たでしょう。今指示が出ているのに、６月まで待ってください、

６月に出しますと。いいです、事実でいいです。では、あなた方はその方を

助けたのですか、どういう行動をとったのですか。事実だけお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 防災調整監。

〇総務部理事防災調整監（岩崎金蔵） ただいまのその情報につきましては、

多分直接介護福祉課のほうに行ったかと思うのです。

（ どこに行ってもいい、あなた防災調整監だから、だれが「

助けたのかと。だれも助けてないでしょう。だから事実

だけ」の声あり）

〇総務部理事防災調整監（岩崎金蔵） 実際は、安否確認のみで避難誘導は行

っておりません。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） 安否確認、報告書を待ちますよ。ですから、これも報告

書に載るのですか、これが１つ。

もう一つ、安否確認は電話でしたのですか、行ったのですか。安否確認し

て、その場に置いてきたではないですか。津波が来る、そこの避難の場所に

置いてきたではないですか。お答えください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 防災調整課長。

〇総務部防災調整課長（工藤初男） ただいまの件なのですけれども、現在各

部課、関係部、全庁的に活動状況、あるいは疑問点、課題等吸い上げており

ました。介護福祉課のほうからは、その中に載ってくると思いますので、よ

ろしくお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） 先ほどの防災拠点施設用地整備事業費１億8,000万円に

ついてお聞きいたします。

オフサイトセンターの建設される確率は、現在何％ぐらいあるのか。

この整備事業費には、隣の警察署建設予定地の整備費は含まれていないの

か。含まれていないとすれば、それはいつごろ計上するのか。そして、幾ら

ぐらいを予定しているのか。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） オフサイトセンターの立地の確率ということでござ

いますけれども、これは先ほども申しましたように、原子力施設に伴いまし

て、必ず指定しなければいけないということになっておりますので、かなり
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確度は高いものというふうに思っております。警察署の用地ですけれども、

これは当然県のほうでやったわけでございます、もう既に実施してございま

す。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） オフサイトセンターの確率は高いと言ったのですけれど

も、今までこのオフサイトセンターというのは、原発の施設があるところ以

外はほとんどなくて、今また大間町にはできるわけでしょう。そうするとほ

とんど、私の前の新聞の情報とか、前にも質問したことありますけれども、

私の今の記憶だと、ほとんど確率はないという認識なのですけれども、それ

で今何％と聞いているのですけれども。そういう中間貯蔵施設の場合には、

何かお墨つきとか何かはもらっているわけでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 防災調整監。

〇総務部理事防災調整監（岩崎金蔵） 現在この中間貯蔵施設そのものが安全

審査中ですので、明らかなことは言えないのですけれども、私も実際このオ

フサイトセンターにつきましては、国・県のほうといろいろ協議を重ねてま

いりました。その中で、感触としましては、ほぼ間違いないのかなという感

触はあるのですけれども、いずれにしても、この安全審査が終わらないと、

これは明示できません。

それで、このオフサイトセンターにつきましては、なぜこういうふうにう

ちのほうで強く要望するかといいますと、仮に原子力災害が起きた場合、こ

れは全く仮の話ですけれども、国では例えば東通村のオフサイトセンターを

今度中間貯蔵施設のオフサイトセンターに指定することも可能なのですけれ

ども、実際私ども訴えてきたものは、実際そうなった場合、わざわざむつ市

の防災担当が東通村のほうに出向いて防災に当たるということは、これは全

く変則的なことで、例えば地域の事情、道路事情もありまして、すぐは向こ

うには到着できないというふうなこともいろいろ話ししてまいりました。そ

の中で国のほうでは、かなりうちのほうの地元、いわゆるむつ市に立地する

ということで理解はいただいております。ということでご理解いただきたい

と思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） そうすれば、大間町よりも優先するという意味なのです

か。それとも、大間町にもむつ市にも同時に建設されるということでよろし

いのでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 市長。
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〇市長（宮下順一郎） このオフサイトセンターの件につきましては、国のほ

うからこういうふうなお話が私にあっております。中間貯蔵施設が完成した

暁には、もう既にむつ市で防災訓練、防災計画等が済んでいなければいけな

いと。それは、当然市長が対策本部長として活動してもらう準備を整えてお

いていただきたいと、こういうふうなことを国の関係者からしっかりと明言

、 、 。をいただいておりますので 間違いないものと このように思っております

よろしいですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ありませんか。半田義秋委員。

（ ） 、 、〇委員 半田義秋 予算には直接今関係ないのですけれども 防災の関連で

ひとつ委員長のお許しを得て質問したいと思います。

先ほど防災マップなどという厚いカラーの航空写真つきの立派なものを全

戸に配布されましたけれども、あれは本当は決算で言うべきなのですけれど

も、どのくらいかかったのでしょうか、印刷費、配布するには。

〇委員長（鎌田ちよ子） 防災調整課長。

〇総務部防災調整課長（工藤初男） 額で申しますと、全体合わせて1,150万

円ほどかかっております。内容につきましては、地図関係のデータはござい

ますけれども、洪水ハザードマップ、水関係、これとあとハザードマップの

委託、本をつくる関係上のデータの作成、あと印刷代、あと配布、これらの

内容を合わせますと1,150万円ということでございます。そのほかに洪水ハ

ザードマップの地図データ作成に関しましては、国・県200万円、400万円の

補助が出ております。あと、地域活性化・生活対策臨時交付金を活用しても

ございます。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 半田義秋委員。

〇委員（半田義秋） 確かに見やすくて立派なものなのですけれども、住民が

、 、 、 、言うには あの１冊の中にむつ市から 川内の住民にとってみれば むつ市

大畑、脇野沢の航空写真、それから避難道路がついているのですけれども、

あれを、川内の人ならば、むつ、大畑のあれは関係ないわけですよね、早い

話。あれを川内のだけあれば、本当はいいのですけれども、無駄な経費を使

ったものだなと言っているのだけれども、恐らく別々にすれば半額で済むの

ではないかという話なのだけれども、それはできないでしょう。

それに、せっかくそのあれで、ここに穴がないので、下げることができな

いと。ただ、こんなにぽんと投げていれば、いずれはあれはもうなくなって

しまうと。これから何をつくるにも、そういう心遣いが必要だなと思ってい

るのです。ただ、穴さえあけてくれれば、下げておくのですけれども。あれ
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何もないので、もう紛失するおそれがあるということなのですけれども、今

後そういう心遣い、ひとつお願いしたいなと思っていました。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで第９款消防費についての質疑を終わります。

次は、第10款教育費について、理事者の説明を求めます。教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） それでは、第10款教育費についてご説明申し上げま

す。予算書は69ページからとなります。

第１項教育総務費、第１目教育委員会費であります。これは、教育委員に

、 。要する経費でありまして ４人分の報酬及び費用弁償が主なものであります

次に、第２目事務局費であります。これは、教育委員会の事務局に要する

経費でありまして、教育長及び一般職員33人分の給与費、学校等火災共済保

、 、 、険料及び複写機使用料のほか 新たに産休 病休等の臨時職員賃金373万円

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく報告書及び管理標準作成の

ための委託料として700万円を計上しております。前年度と比較して3,486万

1,000円の減となっておりますが、これは職員が３人減となったことにより

給与費が減となったことによるものであります。

次に、第３目義務教育振興費であります。これは、義務教育の振興に要す

る経費でありまして、スクールサポーター20人分及び教育相談支援員６人分

の報酬、外国語指導助手４人分の賃金、ジュニア大使派遣事業に係る旅費、

、 、教師用教科書指導書 学力向上検査業務及び生徒指導検査業務委託料のほか

子ども夢育成事業として、中学生夢はぐくむ体験入学事業、文化、芸術、ス

ポーツ活動大会派遣補助金及び子ども夢育成基金積立金を計上しておりま

す。前年度と比較して1,716万円の増となっておりますが、これはスクール

サポーターを２名増員したこと、子ども夢育成基金積立金及び子ども夢育成

事業を計上したことによるものであります。

次に、70ページ、第４目教育研修センター費であります。これは、教育研

修センターの管理運営に要する経費でありまして、教育相談員及び問題を抱

える子供等の自立支援相談員それぞれ２人分の報酬、一般職員１人分の給与

費、教職員の各種研修講座の開催に要する経費が主なものであります。

次に、71ページ、第５目学務管理費であります。これは、児童・生徒の入

学 転校 就学援助等の事務事業に要する経費でありまして 学校評議員120人、 、 、

分の報酬、私立幼稚園就学奨励費補助金、要保護・準要保護及び特別支援教

育就学奨励費に係る扶助費、奨学金の貸付金、育英基金への積立金が主なも
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。 、のであります 前年度と比較して１億141万5,000円の増となっておりますが

これは育英基金を定額の資金を運用するための基金から特定の目的のために

財産を維持し、資金を積み立てるための基金へ変更することに伴い、新たに

奨学金の貸付金及び奨学金の返還金を基金へ積み立てるための積立金を予算

計上することとなったことによるものであります。

次に、第６目教員住宅管理費であります。これは、教員住宅50戸の維持管

理に要する経費であります。

次に、第２項小学校費、第１目小学校管理費であります。これは、小学校

、 、 、15校の管理運営に要する経費でありまして 技能員 調理員11人分の給与費

臨時技能員22人分の賃金、光熱水費、各種学校管理に係る委託料、通学者輸

送業務委託料のほか、小学校の各種改修工事費が主なものであります。前年

度と比較して3,260万8,000円の減となっておりますが、これは技能員、調理

員が３人減となったことにより給与費が減となったことによるものでありま

す。

次に、72ページ、第２目教育振興費であります。これは、小学校15校の教

材器具等の購入に要する経費であります。

次に、第３目第三田名部小学校建設費であります。これは、第三田名部小

学校の校舎建設工事費、外構工事費及び屋内運動場実施設計委託料が主なも

のであります。平成22年度での校舎完成を目指しております。

次に、第４目第一川内小学校建設費であります。これは、第一川内小学校

の校舎建設工事及び屋内運動場実施設計委託料が主なものでありまして、平

成22年度での校舎完成を目指しております。

次に、第３項中学校費、第１目中学校管理費であります。これは、中学校

、 、 、９校の管理運営に要する経費でありまして 技能員 調理員12人分の給与費

臨時技能員12人分の賃金、光熱水費、各種学校管理に係る委託料、通学者輸

送業務委託料が主なものであります。前年度と比較して4,658万9,000円の減

となっておりますが、これは前年度実施した大畑中学校屋内運動場及び脇野

沢中学校の耐震改修実施設計並びに教育用コンピューター購入費が減となっ

たことによるものであります。

次に、73ページ、第２目教育振興費であります。これは、中学校９校の教

材器具等の購入に要する経費であります。

次に、第４項社会教育費、第１目社会教育総務費であります。これは、社

会教育の推進及び生涯学習の振興に要する経費でありまして、社会教育委員

12人分、生涯学習のまちづくり推進会議委員18人分及び社会教育指導員１人

分の報酬、一般職員10人分の給与費、海と森ふれあい体験館の指定管理料、
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成人式に要する経費、放課後子ども教室推進事業費、学校支援地域本部事業

費が主なものであります。

、 、 。 、 、 、次に 74ページ 第２目公民館費であります これは 中央公民館 川内

大畑、脇野沢公民館のほか地区公民館24館の管理運営に要する経費でありま

して、社会教育指導員２人分及び分館長、地区公民館長37人分の報酬、一般

職員７人分の給与費、臨時職員５人分の賃金のほか、各種事業に係る講師等

謝金、公民館の管理に係る光熱水費及び委託料のほか、中央公民館及び蛎崎

地区公民館の一部改修工事費を計上しております。

次に、75ページ、第３目図書館費であります。これは、図書館本館と３つ

の分館及びブックモービルの管理運営に要する経費でありまして、図書館協

議会委員10人分及び図書館奉仕員12人分の報酬、一般職員６人分の給与費の

ほか、図書館の管理に係る光熱水費、各種委託料、図書購入費が主なもので

あります。図書館奉仕員を６人増員することにより、図書館の休館日を年間

84日から年間25日程度まで減らすことが可能となり、さらに利用者しやすい

図書館を目指すこととしております。

次に、第４目文化振興費であります。これは、芸術文化の振興、文化財の

保護及び文化財収蔵庫の管理に要する経費でありまして、社会教育指導員１

人分及び文化財審議会委員15人分の報酬、文化財収蔵庫の管理に係る各種委

託料のほか、重要文化財保存活用事業費及び文化財保存施設整備工事費を計

上しております。

次に、76ページ、第５目学習センター管理費であります。これは宇田水源

池公園内にある学習センターの管理運営に要する経費でありまして、維持管

理のための委託料が主なものであります。

次に、第６目視聴覚振興費であります。これは、むつ市視聴覚ライブラリ

ーの管理運営に要する経費でありまして、視聴覚教材の購入費が主なもので

あります。

次に、第７目下北自然の家管理費であります。これは、下北自然の家の管

理運営に要する経費でありまして、所長、副所長の報酬、燃料費、電気料、

、 、賄い材料費 各種委託料のほか自然観察及び体験活動リーダー養成研修事業

高圧受電設備改修及びガス温水器設置工事費、ライフジャケット50着の整備

費を計上しております。

次に、77ページ、第５項保健体育費、第１目保健体育総務費であります。

これは、社会体育の振興、各種体育団体の育成援助に要する経費でありまし

て、体育指導員35人分の報酬、一般職員４人分の給与費、各種講師の謝礼の

ほか市民体育大会開催事業費、市民スキー大会開催事業費、体育協会補助金
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を計上しております。前年度に比較して685万3,000円の減となっております

が、これは前年度実施した第36回東北総合体育大会むつ市実行委員会に対す

る運営費補助金、新田名部川ボートコースＣ級公認整備事業費補助金が減と

なったほか、小・中学校体育連盟補助金を義務教育振興費から支出すること

となったことによるものであります。

次に、第２目学校保健費であります。これは、児童・生徒の健康診断やけ

が等の見舞金の給付等、児童・生徒及び教職員の健康管理に要する経費であ

りまして、学校医等への各種検査診断委託料、日本スポーツ振興センターへ

の医療費給付負担金のほか、新型インフルエンザ対策費として消毒薬、マス

ク等の購入費を計上しております。

次に、78ページ、第３目学校給食費であります。これは、学校給食事業の

管理運営に要する経費でありまして、臨時調理員26人分の賃金、学校給食用

のガス等の燃料費、大畑地区学校給食業務委託費のほか、回転がま、冷凍冷

蔵庫及び食器消毒保管庫それぞれ１基の取りかえに要する経費を計上してお

ります。

次に、第４目体育施設管理費であります。これは、むつ運動公園、大畑中

央公園、ふれあいスポーツパーク及び脇野沢総合運動場の管理運営に要する

経費でありまして、むつ地区及び大畑地区体育施設指定管理料のほか、各種

維持管理のための委託料、むつ運動公園陸上競技場第２種公認整備事業費、

むつ運動公園野球場改修事業費を計上しております。なお、むつ運動公園野

球場改修事業については２カ年を要することから、継続費の設定を行ってお

ります。

次に、第５目体育館管理費であります。これは、市民体育館、川内体育館

及び大畑体育館の管理運営に要する経費でありまして、清掃業務委託料、燃

料費、電気料のほか、市民体育館暗幕購入費を計上しております。

次に、79ページ、第６目スキー場管理費であります。これは、釜臥山スキ

ー場、於法岳スキー場及び兎沢スキー場の管理運営に要する経費でありまし

て、於法岳スキー場管理委託料、釜臥山スキー場施設整備事業費を計上して

おります。

次に、第７目ウェルネスパーク管理費であります。これは、ウェルネスパ

ークに係る指定管理料であります。

以上が教育費の概要でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。新谷功

委員。

〇委員（新谷 功） ６目の教員住宅管理費についてお伺いいたします。
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これは、教員住宅の管理に係る予算だと思いますけれども、そこで現在市

内には教職員住宅は何戸あるわけでしょうか。そして、さらには地域別にお

いてはどうなのか。それから、もう一点は利用状況、これはどうなっている

のか。この３点についてお聞きいたしたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

教職員住宅の状況ですけれども、まず市内全部に50戸ございます。むつ地

区が６戸、川内地区が19戸、大畑地区10戸、脇野沢地区が15戸、これで50戸

でございます。そのうち平成21年11月現在ですけれども、利用されているも

のがむつ地区ではゼロです。川内地区が19戸のうち10戸が使用されておりま

す。それから、大畑地区は10戸のうち、これも使用がございません。それか

ら、脇野沢地区が15戸のうち６戸が利用されているというふうなことで、現

在入居している方は16戸、16人というふうなことでございます。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷功委員。

〇委員（新谷 功） わかりました。全部で50戸あると、そのうちの内訳は、

今の旧むつ市は６戸の中利用者はゼロだと、それから大畑は10戸のうち、こ

れもゼロだと、それから川内は19戸のうち10戸が使用されていると、脇野沢

。 。は15戸のうち６戸使用されていると 全部で16戸ということでございました

ところで、このように空き家があると、これはどういうふうに考えている

ものなのでしょうか。これは、ずっと教員住宅、このままにしておかなけれ

ばならないものか、あるいは実際50戸のうち16戸しか使っていないというこ

とですけれども、かなり利用者が少ないと、こう思うのですけれども、この

辺は、部長、どう考えておるのでしょうか。これは、昔から比べれば、かな

り教員住宅は減ったと思いますけれども、この辺将来的にどういうふうにな

っていくものなのでしょうか。これ何かの関係で、これはずっと維持してい

かなければならないものか、どうなのかも含めてご答弁お願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

現在50戸あるわけなのですけれども、非常に入居率が悪いというふうなこ

とで、特に利用がなされているのが脇野沢地区、川内地区というふうなとこ

ろに限られてございます。といいますのは、これは市内ではかなり交通網が

マイカー通勤といいますか、そういう範囲が広くなりまして、大畑、むつ市

内にあっては、ほとんど使用されていない状況にあるというふうなことでご

ざいます。多分この状況は、今後とも続くのではないかなというふうに考え
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ております。

ただ、脇野沢、川内地区に関しましては、なかなか一般のアパートもござ

いません。したがいまして、先生たちが赴任してこられたときに、その住宅

を確保しておかなければならないというのがまず１つにあるわけなのですけ

れども、ただこれも交通網の発展によりまして、今後どうなるか、ちょっと

想像はつきませんけれども、いわゆる市の中心部から通勤できるような体制

ができるとするのであれば、必然的に必要がなくなってくるのかなというふ

うに考えておりますけれども、当分はその地区については維持していきたい

と。ただ、もう古いものになれば、むつ地区、大畑地区にあっては利用され

ないのであれば、今後利用する予定がなくなっていくのであれば、解体をし

ていきたいというふうに考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷功委員。

〇委員（新谷 功） 平成21年11月末の結果なのですけれども、これは部長、

どうなのでしょうか。住宅などというのは、人が入っていなければやつれて

しまうのだよね、大変だと思うのです。そうかといって、また今部長がおっ

しゃったように、全部それ廃止するということも、またこれその年によって

赴任した先生が入るということもあろうかと思うから、そのための備えも、

これは必要だと、こう思うのですけれども、今のことから考えれば、やっぱ

りこれも少し検討していかなければならないのではないかと。いろんな事情

があるにしても、検討しなければならないのではないかなと、こう思います

けれども、その辺はいかがなものですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） お答えいたします。

今部長も申し上げましたけれども、むつ市以外の地区におきましては、先

生方は地区に住んで教育に当たるというふうなことでございますけれども、

昨今の道路事情が非常によくなりまして、例えば佐井村、あるいはまた大間

町、六ケ所村などにつきましても、むつ市に住んで、そこから通勤している

という状況にございますので、今申し上げたような地区におきましても、教

員住宅の用意はしているのですけれども、なかなか入っていただけないとい

うふうな嘆きも各教育長さんあたりから聞くわけでございます。そういうこ

とで、今新谷功委員もおっしゃいましたように、１年入らないたびごとに相

当、給排水を含めて改修するというのは莫大な金がかかるわけでございます

ので、やはりその辺の需要と供給の関係を見ながら、今言ったように解体を

するものはするというようなこと、あるいはまた必要なものをきちんと整備

していくというふうなことの仕分けをきちっとしていかなければならない時
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期に来たのかなと、こんなふうに思ってございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。工藤孝夫委員。

〇委員（工藤孝夫） 今の新谷功委員の質疑に関連してお尋ねいたします。

入居状況が非常によくないという現状には、交通の問題があるというご答

弁でありましたけれども、僻地に入居している教員、あるいはまた市内にい

る教員、この地区による差異は当然あるとは思うのだけれども、ただ児童・

生徒に万が一があった場合には、即応できるのかという問題も生じてきやし

。 、 、ないかという懸念も若干持つわけであります したがいまして この管理職

校長、教頭の入居状況がどのようになっているのか、この点をお尋ねしたい

と思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 今工藤委員からお尋ねがございましたが、やはり地元

の子供は地元の先生が育てるというようなことになるわけでございますが、

今言ったように、ではすべての教職員がそこにいるかということでなくて、

自宅から通勤しているというようなことでございますが、せめても管理職だ

けはやはり地元に住んでいただきたいというようなことは最低申しておりま

して、工藤委員の出身であります第二川内小学校におきましても、校長、教

頭につきましては地元に住むということを原則にさせているところでござい

ます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 工藤孝夫委員。

〇委員（工藤孝夫） そのようなご指導のほどよろしくお願いいたします。

それから、75ページ、文化振興費についてお尋ねいたします。文化財普及

事業費、そして重要文化財保存活用事業費とそれぞれ予算が計上されている

わけですけれども、この普及事業、それからまた保存活用事業、この内容に

ついてお知らせ願えますか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） まず、文化財の普及事業の関係についてご説明いた

します。これにつきましては、大畑地区の文化財の看板の設置を予定してご

ざいます。これは、昨年度も実施しているのですけれども、大畑地区の文化

財には立て看板が設置されておりますので、その看板を古くなったものを補

修していきたいというふうなことで予算計上してございます。

もう一つは、脇野沢地区、これは九艘泊地区の公民館になるのですけれど

も、ここを脇野沢地区の文化財の収蔵庫にしたいというふうなことで、そこ

の整備を予定してございます。それから、そこの整備するために、各種管理

費等をかけまして、そこを収蔵庫にしたいというふうな事業を計画してござ
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います。

もう一つは、重要文化財の保存活用事業費でございますけれども、これは

既にご承知のとおり、旧大湊水源地が水道施設として重要文化財に指定され

ましたので、この調査報告書を取りまとめまして発行したいというふうに考

えておりますし、この重要文化財の今後の活用を図るために、文化庁の調査

官においでをいただいて、いろいろアドバイスを受けながら、調査を実施し

たいというふうに考えております。

それから、もう一つは、その重要文化財の今後の活用計画を作成するに当

たりまして、先進地になります呉とか舞鶴の状況を調査したいというふうな

ことも考えてございます。それらも含めて重要文化財の活用事業というふう

なことで予算計上をさせていただいております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 75ページの図書館費についてお尋ねいたします。今ご

説明ありましたとおり、図書館の奉仕員をふやして休館日を84日から25日程

、 、度にしたいということでしたが いつも利用させてもらっている者としては

大いに歓迎するところであります。

それで、今までは毎週月曜日と休日が休館日でありましたけれども、この

25日の休館日というのはどういうようなことでの休みになるのでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

休館日は、これまでは週に何回か休館日を設けておりましたけれども、月

に１回の休館になります。といいますのは、どうしても図書の整理で月１回

整理が必要となりますので、その部分についてはご容赦をいただきたいと。

その１回と、あとは年末年始、あと２月に行う、それこそ総合的な曝書期間

といいますか、図書をすべて整理する期間、その期間だけはどうにか勘弁し

ていただきたいと。それ以外は開館する、土、日、祝日を含めて開館すると

いうふうなことでございます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） ありがとうございます。

それで、今その図書館奉仕員というのは緊急雇用対策的なことでの雇用だ

と思うのですけれども、もしこの予算が近い将来なくなったときに人が減る

場合ありますよね。その場合はどうなりますか。また、もとに戻るのでしょ

うか。
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〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

、 。ただいまの図書館奉仕員については 非常勤の特別職になってございます

これは、国が推し進めている臨時雇用対策とは関係ございません。したがい

まして、経常的に非常勤の特別職として任用させていただきたいというふう

なことでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） ぜひそうしてもらいたいと思います。

それで、今から言う件は、駐車場の件なのですけれども、実際私利用しな

がら、駐車スペースがなくてぐるぐる回って、自分もそういう立場になりま

したし、また一般市民の方もそういう状況になっている場合が往々にしてあ

りました。駐車場が狭いということは、前から同僚議員からも何回もあるの

ですけれども、これから将来的に拡張の予定はないのかどうか、お尋ねしま

す。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 委員ご指摘のように、非常にこれは教育委員会とし

ても問題というふうなことでとらえてございます。ただ、総体的にあの部分

が狭いものですから、今後どうすべきかというのは教育委員会のほうで今後

先を見据えた形で検討させていただきたいと思います。駐車場が狭いという

ふうなことでは十分認識してございます。よろしくどうぞお願いしたいと思

います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。山本留義委員。

〇委員（山本留義） 72ページ、３目の第三田名部小学校の件ですけれども、

ここの学区の親御さんたちから話をされまして、本年の12月に校舎が完成と

いうことになっていますけれども、本来２学期中に完成、３学期から新しい

校舎に入れるのかどうかということを聞かれていまして、その辺はどうなり

ますか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

とりあえず今の日程から申しますと、教育委員会が考えている日程では３

学期からはぜひ子供たちを入れたいというふうには考えておりますけれど

も、これは工事が事情によっておくれるというふうなことがない限りは大丈

夫ではないかなというふうに考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 山本留義委員。

〇委員（山本留義） そうすれば、３学期から入れるとすれば、例えばどの時
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期に学校に伝えて、保護者に伝えるような形になりますか。教育委員会のほ

うから、今の第三田名部小学校の校長なんかに話しされて、子供の保護者に

いつから入れるようなことということで話しされますか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） これは、学校のほうとも十分協議をいたしませんと

いけませんので、それから保護者のほうの理解もいただくというふうなこと

で考えてございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。千賀武由委員。

〇委員（千賀武由） ３点ほどお願いします。

まず、75ページの図書館費でございますけれども、先ほど浅利委員から駐

車場の関係も出ましたけれども、教育部長の答弁ですと、狭いことは認識し

ていると、そういう話でございましたが、私は認識だけでは駐車場の狭いの

が解決しないと思います。そこで、教育長にお伺いしたいと思いますが、こ

の狭い駐車場の図書館、むつ市の図書館の駐車場対策に関する今後の方策を

聞きたい、そのように思います。

それと、76ページの下北自然の家についてお伺いしたいと思います。平成

20年４月１日より県の無償譲渡を受けまして、順調な運営に敬意を表するも

のでございます。将来の子供たち、そして青少年の健全な育成を図る意味で

も、あそこは海もあり、山もあり、川もあり、本当に自然の環境に恵まれて

いる体験学習の場でもございますが、職員の皆様は、これからもさらなるご

奮闘をお願いしたいのでございます。

そこで私の質問は、カメムシ対策でございます。というのは、昨年10月ご

ろ私ライオンズクラブ等の関係で下北自然の家を使わせていただきました。

その際、中を見せてもらいました。非常にきれいでびっくりいたしておりま

したが、２階の方へ上がりましたら、これ外窓のほうなのですけれども、す

ごいカメムシの発生でございました。今まで宿泊等で来館された方も本当に

びっくりしていると思います。そこで、下北自然の家ではこのカメムシの駆

除対策はしているか、そこのところをお聞かせ願いたいと思います。

それと、78ページの体育施設管理費でございます。それは、大畑中央公園

のあさひな丘球場のトイレの改修の件でございます。この件につきましても

私は幾度となく要望しておりますが、一向に改善が見られません。今年度の

予算を見ますと、旧むつ市の運動公園等の予算が大きく提案されてございま

す。これはまた大変結構なことでございますが、私は前にも言ったように、

あさひな丘球場は非常に野球のイベントが多い球場でございます。現在２つ

トイレがあるのですけれども、本当の旧式のトイレでございまして、市内外
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使用者からは、イベントごとに非常に大不評でございます。お願いしてから

もう何年もたちましたけれども、ぜひこの地区のほうにも目を向けて、トイ

レはいろいろな施設では一番大事なことでもございます。大会等に使用する

むつ市内はもちろんのこと、他市町村よりも訪れる方々が喜んでもらえるよ

う早期改修を望むものでございますが、ご意見を伺いたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

ます、駐車場の具体的な方策というふうなお尋ねでございますけれども、

具体的な方策は非常に難しいものがございます。といいますのは、現在図書

館のほうでもいろいろ手配をいたしまして、職員の駐車場、これは隣の会社

さん、民間の会社さんなのですけれども、このご厚意によりまして、駐車場

を開放していただいて、そこを利用させていただいているというふうなこと

で、職員は図書館の敷地内には駐車はしてございません。そういう対策をと

っておりますし、土曜日とか日曜日の会社が休みの日には、そこもまた開放

して一般の方にも駐車をさせていただいているというふうにかなりそういう

面で協力をいただいているというふうなことです。現在そのような対策をと

っておりますけれども、さらに土日の人が多数来られるときには、駐車場が

不足するというふうなことで、抜本的にどうすればいいのかというふうなこ

とで現在教育委員会のほうでも協議はしているのですけれども、近くの用地

を取得するとなると、膨大な経費が必要になるというふうなことで、どのよ

うな対策が効果があるのかというふうなことを含めまして、研究していると

いうふうなことでご理解を賜りたいというふうに思います。

それから、野球場のトイレの件でございます。これは、昨年の当初予算の

審議の際にも千賀委員のほうから指摘を受けておりました。体育施設につい

ては、いずれの施設も老朽化が進んでおります。それぞれ手をかけなければ

いけないというふうなこともございます。それから、教育施設もすべての施

設が老朽化をして、それぞれ手をかけなければいけないような状況にござい

ます。何を先に手をかけていくかというふうなことで順位はございますけれ

ども、我々も球場のほうに行ってトイレの状況も把握してございます。それ

から、大畑地区では公民館の改修というふうなお話も出ておりますし、その

ようなことを含めまして、教育施設をすべて見直したうえで順次整備をさせ

ていただきたいというふうなことで、地理的な、地区的な考え方もございま

すけれども、総体的な考えのもとで整備を進めいきたいというふうに思って

おりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
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〇委員長（鎌田ちよ子） 下北自然の家総括主幹。

〇教育委員会事務局下北自然の家総括主幹（菊池昭男） カメムシ対策でござ

いますが、下北自然の家では、年２回一般業者に委託いたしまして、カメム

。 、 、シの駆除を行っております 時期的には5月の上旬 大量発生する前に１回

それから８月の中旬ごろ大量発生する前に１回、計２回実施しております。

開設以来20年、21年、３回実施しているわけですが、回数を重ねていくたび

に発生の量が少なくなっているという現状でございますので、今後も継続し

て駆除を進めていきたいというふうに考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 千賀武由委員。

〇委員（千賀武由） ありがとうございました。

まず、図書館のほうですけれども、理解をいたしました。まずこの利用者

が本当に利用して、駐車場に困らないように、安心して勉強、そして利用で

きるよう対策をとっていただきたいと思います。

下北自然の家のほうもわかりました。確かにこのカメムシは昔大畑薬研地

区で、大変年月をかけてある程度カメムシを少なくしました。そういうこと

で、長い年月がかかると思いますが、来館者の印象をさらによくするために

もカメムシ対策はこれからも継続してほしいと、そのように思います。

トイレのほうにつきましては、老朽化、これどこも順次やっていくという

ことですけれども、もう私も数年もやっておりますので、そこのところはや

、 、 、はり考えてもらって いろいろな ただ直してくださいということではなく

いろいろな大会もあるし、そういう市内外の人には本当にトイレというのも

大事と思いますので、順序のほうも、最初のほうにひとつ取り組むようこれ

からよろしくお願いしまして、質問を終わります。ありがとうございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） １点だけお尋ねします。

ちょっと資料をとりに出入りしたものですから、聞き忘れたかもわかりま

せん。

こども議会はやるのかやらないのか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） こども議会につきましては、今年度は計画してござ

いません。できれば隔年で実施したいというふうに考えております。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） ことしやらないで、では来年やるという、その根拠をお

示しいただきたいと思います。
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〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 根拠というふうなことなのですけれども、こども議

会を開催するには、非常に労力が要るといいますか、学校側でも大変な対応

が必要になります。決められた行事といいますか、学校行事、教育の予定の

、 、中で それをやるために長期間にわたっていろいろ束縛されるといいますか

先生もですけれども、生徒、子供たちもそういうふうな状況になるというふ

うなことで、果たしてそれでいいのかということも１つにはあります。でき

ればそういうものを排除しながら、できるだけそういう機会を設けたいとい

うふうには考えてございますけれども、毎年の開催では非常に難しいものが

あるのかなというふうに考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） それでは、２年に１回やるということを確約してほしい

のですが。

その前に、大変だというのはわかる、大人目線でわかります、大変だとい

うのは。しかし、過去に２回しか開かれておりません。去年と、その前はも

う７年前になりますか。そして、最初５万円の予算でやって、これくらい５

万円もつけられないのかといって、やっと去年やったと。しかし、子供目線

で考えれば、人前で自分の発表する、主義主張、信念を大勢の前で言う。こ

れは大変勉強になるのです。ですから、２年に１回ということは、小・中で

やりますから、どれかに当てはまると思います。過去は、７年前は６年生し

かやりませんから、７年間経験しなかった子供がいるのです。今この子が高

。 、校を終わろうとしているのです 経験した子と経験しない子が将来において

どんな職業につくかわかりませんが、非常に私はこの見えない部分の蓄積さ

れた知識というものの中で大変差が出てくるのではないかと。ですから、大

人目線で大変だというのはわかります。裏方も私知っていますから。２年に

１回というのも、もしこれを確約できるのであれば、私はそれをぜひ認めて

みたいなと思います。２年に１回、３年に１回でもはさまりますね。たしか

今小・中学校でやっていますから。このスパンでやっていただきたい。もう

一度お答えをお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 確約しろというふうなことを言われますと、ちょっ

とつらいものがあるのですけれども、できるだけそのような方向で進めさせ

ていただきたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。山崎隆一委員。

〇委員（山崎隆一） ３点ほどお伺いいたしたいと思います。
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先ほど教育部長のほうから九艘泊の公民館を文化財の収蔵に使いたいとい

うことなのですけれども、その辺もう一度確認をして、もし使うとするなら

ば、どの程度の面積を使うのか。というのは、実はあそこは冠婚葬祭に使っ

ているわけです、九艘泊の場合は。そうすると、逆に中学校の学校、あいて

いるほうの教室を使ったほうがいいのではないかという考え方もあるわけで

す。その辺をひとつ答弁を願いたいと思います。

それと、運動公園の野球場なのですけれども、２カ年で継続事業になって

いるというようなことなのですけれども、内容についてお知らせいただけれ

ばなと、このように思っております。

それともう一つは、県民駅伝競走なのですけれども、この関係資料により

ますと、支出の算出根拠、これが総額が64万円になっていますね。これは、

むつ市陸上競技協会のほうから教育委員会のほうにお願いした額なのかなと

いう感じはしています。そうして、査定の段階で58万円ということになった

のかどうか、その辺をひとつお願いいたしたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 生涯学習課長。

〇教育委員会事務局副理事・生涯学習課長（杉浦収二） １点目の九艘泊地区

の文化財収蔵庫の件に関しまして、実は旧九艘泊小学校、ここの２階部分を

２教室活用しまして、保管、そして整理作業を行うというふうに考えてござ

います。したがいまして、地区の集会所、福祉センターのほうは、そちらは

そちらのほうでこれまでの形で使われていくものというふうに思います。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 市民スポーツ課長。

〇教育委員会事務局市民スポーツ課長（猪口和則） 野球場の２カ年の整備に

なりますが、野球場の客土入れかえと外野フェンス、今フェンスはさびてぼ

ろぼろ状態なので、フェンスも張りかえ、コンクリート擁壁のほうへクッシ

ョン、ラバーというか、安全クッションを設置する予定をしております。た

だ、芝生の関係、それから利用者に余り迷惑をかけたくないものですから、

今年度夏場は利用させまして、９月以降芝のほうへ着手したいなと考えてお

ります。継続でもって来年の６月までかかるかと思います、５月に入るかと

、 、思いますが 中体連までに間に合わせたいなというような形で自然土ですか

黒土、外野は芝生と。擁壁には、外野フェンスにはクッションをつけるとい

う予定をしております。

、 、 、 、それと 駅伝競走大会なのですが ちょっと資料を私 大変申しわけない

全体の支出額で64万円前後です。県のほうから実行委員会のほうへ６万円来

ております。陸上競技協会のほうで、あとの不足分を補充している状態で、
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大分陸上競技協会のほうへ甘えているような状況でした。ことし、その中で

当然のごとくジュースとかそういったものへ使われている分もあるので、幾

分そういったものを全体経費の中から補助金に似合うような補助該当分の金

額を県民大会の補助、実行委員会への補助ということで支給しております。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 山崎隆一委員。

〇委員（山崎隆一） 九艘泊のほうについては、わかりました。

それと、前後になりますけれども、県のほうからも当然駅伝競走の分につ

いては、距離によっての補助金というようなことで来ているのは私も承知し

ております。ただ、これを見ると、先ほど差し引きすると６万円ですから、

県のほうから来るのを充当すれば、ちょうどいいような感じになるのですけ

れども、これ見る限りは、査定で落とされたのかなという感じをして、実は

お伺いしたわけです。

これは企画のほうになるのですけれども、大変この駅伝についても、市民

一体となって応援をしています。昨年は惜しくも２位になり、その前は１位

でした。そういう関係で、大変指導者も、あるいは選手も広い分野から選抜

をされて、そして県の大会を盛り上げて、そしてむつ市の代表として行って

いるわけですから、余りそういう団体の補助金を、幾ら金がないといっても

削らないように、ひとつ陸上競技協会のほうへ、やはりある程度の金を認め

て頑張ってほしいというような査定をしていただきたいと。総務部長はもう

、 、３月で終わりですからそうですけれども 企画部長はまだいるようですから

、 、ひとつ来年度以降でもそういう団体がありましたら ぜひそういう考え方で

特にまた副市長もおりますから、最終的に副市長のほうが相当目を通すとい

うようなことになると思いますので、その辺をひとつお願いを申し上げてき

おたい。

運動公園については、２カ年計画で、私もこの年になって、昨年、還暦の

野球大会も県大会もむつ市で行われました。私も当然あそこでやりました。

フェンスのほうが今聞くところによると外野のほうも、当たってもけがをし

ないような修理をする、あるいは排水のほうもやるのかどうかわかりません

、 、 、けれども いずれにしてもそういう改修をするというようなことで 県大会

昨年はプロの選手の人たちも来て、大いににぎわった球場でもあるし、むつ

市では一番いい球場ですから、ひとつ金はかかりますけれども、鋭意努力し

て、いいグラウンドをつくっていただきたい、このことを私からもお願いを

申し上げて終わります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ありませんか。目時睦男委員。
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〇委員（目時睦男） ３点お聞きをしたいと思います。

関連するのでありますが、１つは、先ほど同僚議員もこれまでも熱心に取

り上げているわけでありますが、大畑中央公園の便所の改修の件であります

が、先ほどの部長の答弁、以前とかわりばえのない説明、答弁だなというよ

うなことで聞いていました。全体の教育施設の老朽化が進んでいると、こう

いうふうなことから、順次改修をしていくと、以前にもそういう答弁でずっ

と経過をしているというようなことであるわけであります。そういうような

ことで、この便所の件については、先ほど同僚議員がおっしゃったように、

早急に具体的検討をしていただきたいということを申し述べながら、もう一

つには、関連して、確かに部長おっしゃっているように、大畑の場合にも見

たときに、公民館、体育館、地区館と言っていますが、そういうのを正津川

とか二枚橋、赤川とかそれぞれの地区館も、地区公民館も老朽化されていま

す。そういう他の地区も含めて教育施設のおっしゃっているような状況とい

うのは、改修を余儀なくされている状況というようなことは数多くの施設が

あろうかと思います。そういう中で、一挙にこれは改修をできるというよう

な財政状況にはないという、こういう状況にもあろうかと思うのです。そう

いう中で、私は財政の状況もかんがみながら、具体的な計画、年次ごとの計

画というのを検討する必要があるのではないか、このように思うわけで、そ

の辺について、市全体の教育施設の改修計画というか、こういう点について

年次計画の検討に着手をするという考えがあるのかどうかお聞きをしたいと

思います。

２つ目は、先ほどの質疑の中での、これも関連するわけでありますが、教

員住宅、教育長の答弁の中で、地元での生活の根拠を置くということは、例

えば脇野沢の学校の教員は脇野沢に居を構える、こういう点で教育の面から

もそういうようなことを進めていくようにいろいろな機会でやっていくとい

うようなことで、私も同感であります。子供の教育という面で見た場合に、

やはり一緒に24時間同じ環境の中で生活をともにしながら、そして教育に従

事をしていただくということがやはり必要だという認識を持っています。そ

ういう中で教員住宅、先ほどの部長の答弁にも、説明もありましたように、

大畑の場合に全然利用されていない。利用したくともできない状況にあろう

かと思っています。もう十何年も、20年以上も空き家になっている住宅です

から、入ってくださいというほうが無理な状況でないのか、このようにも思

。 、 、っています そういう面でお聞きしたいのは 先ほどの教育長のお話の中で

まずそれぞれの教員の方々がどうとらえているのかというか、住宅に対して

の、そういう教育面等含めて、そういう面で現場の教員の方々の持っている
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希望とか含めてアンケート調査をして、その中で検討していくということも

一つの材料になるのではないかと、私なりにそう思うのでありますが、その

点について、具体的な検討の素材としてアンケート調査等もしていく気持ち

があるのかどうか、お聞きをしたいと思います。

先ほど山崎委員もおっしゃっておりましたが、３点目は、今回のむつ運動

公園の野球場の改修の件であります。おっしゃっているように、ラバーコー

トでけがをしないように改修をするというようなことで、大変ありがたく思

っているわけでありますが、私も野球をやってきた人間の一人ですので、ぜ

ひともこの改修については意を持って頑張っていただきたいと思っているわ

けであります。そこで、この具体的な工事の時期と完成の時期をいつごろに

計画をしているのかお聞きをしたいと思います。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 何点かお尋ねでありますが、私から２つだけお答えさ

せていただきます。

先ほどの大畑中央公園の中のトイレの問題でございますが、部長から話が

ありましたように、千賀委員、あるいはまた各委員からも大畑中央公園のト

イレを何とかしなさいというふうなことで来ます。私もことしは５回ほど、

季節たびごとに、このトイレのにおいをかぎに行ってきました。やはり夏に

なれば、それほどやっぱりきついなというふうな感じ。ただ、私が小さいこ

ろは、これを使っていたのになと思いながら、やはり私自身も少しは現代化

というか、今のトイレになれ過ぎたのかなという感じがしております。そう

いうことで、担当には、すぐできないけれども、せめてその換気だけは十分

やっておいとほしいというふうなことでお願いしてきているわけでございま

す。そういうことで、やはり順序というものがあるわけでございますが、今

言ったように、私自身も大畑の野球場においては、いろんな大会もお世話に

なっていますし、外部からいっぱい来られるわけでございますので、やはり

少しは使いやすいような形でなければならないだろうと思っていますから、

そういうことで順序を早めるような気持ちは私も、これは早めなければなら

ないなというふうな気持ちは、今部長言ったようにございますので、早急に

と言うと、どの付近になるかわかりませんが、やはり可能な限り早目に着手

しなければならないと、こんなふうに思ってございます。

それから、もう一つは、教員住宅にかかわってのことでございますが、昨

今の、私もそうでございますけれども、やはり一番の問題はトイレ、それか

ら風呂場等々でございまして、旧式のトイレというようなことで、なかなか
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もうなじまないというふうな感じのする住宅になってきているわけでござい

ます。それをまた今様の形に直すということは大変な、もうそれ自体、住宅

それ自体も変えなければならないようなことになるわけでございます。そう

いうことで、アンケート云々というのがございますが、むしろ私は、ずっと

前の話になりますが、自分の経験から申しまして、県にいるときも、教員住

宅と教員の人事異動のあり方についてということで、そういう会議に私も臨

んだことがございますが、やはり財政的な面から言わせますと、人事をうま

く教員住宅使えるように配置したらどうだというふうなことでございます。

しかし、もうそういう時代ではありませんで、住宅のために先生を張りつけ

るというわけにいきませんので、そしてまた学生時代には相当いい環境の中

で育った方が、ほとんど先ほど来のにおいのするようなトイレの中でやれと

いうのは無理な状態でございまして、今の教員住宅、それ自体は、新しいと

ころはいいのでございますが、昔からある住宅に住めというのは、本当に私

はできないだろうと、こんなふうにも思っているわけでございます。そうい

うことで、むしろ県費負担職員などについては、住宅手当を上げることがま

ず、民間を活用したほうがいいのではないかというふうな感じもするわけで

ございますので、そういうことで、アンケートをとるまでもなく、やはり今

住めるようなものはきちっと整備しますけれども、そうでないものは、やは

り逐次解体していく方向が最も合理的なものではないかと、私はそう考えて

ございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 運動公園の整備の関係についてお答えいたします。

まず、陸上競技場の整備につきましては、第２種の公認を受けなければい

けませんので、ことしじゅうといいますか、平成22年度中の早い時期、９月

ごろまでには改修を終わらせたいというふうに考えております。

それから、野球場につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、

２カ年で整備をするというふうなことで、その後の計画につきましては、た

だいまは教育委員会で考えている部分について申し上げますと、一番利用頻

度の高いテニスコート、これらも改修をしなければいけないのかなという思

いは持っておりますけれども、これも財源が伴いますので、その財源との調

整を図りながら、順次整備をしていきたいと。当然ながら、各地域の体育施

設についても考えていくというふうなことでございます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 目時睦男委員。

〇委員（目時睦男） 教育長、先ほどのアンケートの前に解体というか、老朽
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化した教員住宅については解体ということも考えざるを得ないという、そう

いうお話でありましたが、それらも含めて、ぜひとも現場の教員の方々の気

持ちという部分についても把握する必要があるのではないかと、私そう思う

のです。というのは、生活環境を旧むつ市に置くというようなことも現実に

はある中で、むつから大畑とか、先ほど聞いてびっくりしたのですが、佐井

村まで通勤をするという、こういうことも、やはり通勤時間をとっても、こ

の旧むつ市に住みたいのだという、このこともまた教員の方々からすれば、

そのニーズという部分についても把握する必要があって、その中にやっぱり

対策というものも考えていく必要があるだろうと、このようにも思うので、

そういう点について、今後の参考に、検討の参考にしていただければと思っ

ています。

また、部長おっしゃった運動公園の野球場の改修の件なのですが、ラバー

の部分について、工事の段取りもあろうかと思いますが、７月に大きな大会

も予定されているようであります。できればそれに間に合う部分については

間に合わせてもらえればと、このようなことも実際、それに携わっている方

々の声でもあるようでありますから、そういう点について十分に意を尽くし

ていただければと、このように思っていますので、この点については要望に

させていただきたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） まず73ページのスクールバス運行管理費4,500万円の内

訳がどうなっているか。

次に、76ページの下北自然の家の管理費7,900万円なのですけれども、こ

れに県の出資はもう既に、負担費用は入っているのか。それで、県の費用負

担は幾らぐらいになるのか。

それから、79ページのウェルネスパークの管理費なのですけれども、基本

協定書によると、私の記憶ですと１億1,450万円の50万円減額になっている

、 、という記憶があるのですけれども １億1,500万円でよろしいのでしょうか

その辺をお聞きいたします。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

まず、73ページのスクールバスの運行管理費ですけれども、これは川内地

区で市のバスを管理委託しております。それが３台です。３台市が所有のバ

スを運行だけを業者の方にお願いしていると、これが３台ございます。それ

から全部、運行も、それからバスの提供も受けているのが１台、川内地区は
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４台でございます。それから、大畑地区は市の所有バス２台を運行の委託を

していると。それから、脇野沢地区は、市の所有のバス２台、それから１台

は全面委託というふうなことで３台をお願いしている。トータルでは市内全

域で９台というふうなことになります。

それから、下北自然の家の管理費についてですけれども、この中には県か

らのいわゆる1,000万円の財源が入ってございます。

それから、ウェルネスパークの指定管理料１億1,500万円ですけれども、

これについては当初基本協定で締結した１億1,500万円の予算計上をさせて

いただいております。昨年度の１億1,450万円というのは、指定管理のほう

から年度計画をもって提出されたものが、そのように50万円減額になってき

たというふうなことで、その年度協定ではそういうふうな形で締結させてい

ただきましたけれども、今回もそのような形が出てくれば、そのような形に

なろうかと思います。とりあえずは基本協定の分の１億1,500万円の予算計

上というふうなことでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） そうすると、指定管理者のほうから、では50万円減の提

案があったということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 昨年度は、年次協定を締結する際の収支計画の提出

に当たって、そのような提案がなされたというふうなことでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷泰造委員。

〇委員（新谷泰造） そうすると、基本協定で今１億1,500万円と決めておっ

て、それで年次によって、では個々に変わり得るということで理解してよろ

しいのですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 基本協定で定めているのは年度額の限度額でござい

ますので、１億1,500万円以上にはなり得ないというふうなことでございま

す。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。半田義秋委員。

〇委員（半田義秋） 私この前、車でエフエムアジュールを聞いていましたけ

れども、こども議会によって、先生が、議会の承認を得なければ予算とか何

事も始まらないと初めて知ったと、そういう先生がいました。そこで私は、

先ほど村中委員が言ったように、こども議会はやっぱり３年に１回ぐらい開

催すべきだと、そのように思っております。また、先生方も教育委員会のほ

うに若いころ、やっぱりこっちに呼んで、市のあり方、議会のあり方等を勉
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強させてから、また現場に復帰させたほうがよろしいのではないかと、教育

長、そのように思っております。

それで、教育長に１つお尋ねしたいと思いますけれども、今定例会で残念

ながらご勇退なさるということですけれども、教育委員会と市長部局の関係

について、それから今まで数回予算を組んできたわけでありますけれども、

その思い、どのような思いで今までこの数年やってきたか、それちょっとお

聞きしたいなと、そのように思っております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） まず１つは、教員の資質というのか、あるいはまた常

識というのかわかりませんけれども、やはりそういうことで、学校だけにお

りますと、どうしても世間というのが見えなくなるというのが欠点でござい

ます。そういうことで、学校の先生というと、常に教えることだけの研修で

はなくて、今言われましたように、世の中の仕組みがどうなっているかとい

うふうなことも含めて、やはり議会での研修、こういうことが非常に大事な

ことだと私は思っていますので、初任者研修等々ありましたら、やはり議会

などを見学し、視察をするということも検討させていただきたいと、こんな

ふうに思ってございます。

それから、教育委員会と市長部局との関係ということでございますが、今

我々のほうは独立というか、独自の行政委員会の一つであるわけでございま

すが、このシステムができましたのは昭和22年ございますので、その時点で

つくられた教育委員会制度であるわけでございますけれども、私はそれなり

に意味があるだろうと思っております。ただ、昨今、最近の政権になります

と、教育委員会をなくして監査委員会にしてはどうかというふうな、要する

に市長部局の中に置いて、それで教育委員会みたいなのが監査するというふ

うな方向もあり得るのではないかというふうなことが今検討されているよう

でございますが、やはり理想的な、理想は何かというのはなかなかわからな

いわけでございますが、教育委員会と、それから市長部局とのあり方につき

ましては、我々教育委員会としましては、やはり今までどおり継続していた

だきたいと。監査委員というのに一方的に持っていかないでほしいというふ

うなことで国に要望しているところでございます。

それから、予算のことでございますが、私は本当におかげさまをもちまし

てといいましょうか、ことしの予算だけでも四十数億円でございました。私

は、今までかつてこのような大規模な予算を組んでいただく、あるいは承認

していただくという機会にも恵まれたことはありませんでした。とにかく教

育というのは、できるだけ少なく、小さくというふうな、あえて言わせてい
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ただきますと、国におきましても、教育は国家の百年の大計なんて大変大き

いことを言われるのですが、その割には予算は小さいというふうなことでご

ざいますが、そうではなくて、むつ市の場合には、去年も、その前の年もそ

うでございますが、年々増額しておりまして、子供たちあるいはまた地域住

民、保護者に対しても、本当にそんなになったのですかとびっくりするぐら

いの予算をつけていただいているというようなことで、改めて感謝を申し上

げたいと、このように思ってございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） 本来、先ほど半田委員が質疑する前に言いたかったの

ですけれども、教育長がお言葉を述べた後でお尋ねするのはちょっとあれで

すけれども、２点に絞ってお伺いします。

私は、毎回お尋ねしておりますけれども、義務教育費、スクールサポータ

ーに関しまして、これは要望を満たしているのかと。昨年は、何校か減とい

う形であると記憶しておりますけれども、ことしの配置予定、新年度の配置

予定につきまして伺います。

それから、新型インフルエンザ対策費の内容と、それに関連しまして、今

年度補正で組みました１億数千万円の状況、実績等わかりましたらお知らせ

いただきたいと思います。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事・学校教育課長（加藤次男） スクールサポーター

の件についてお話し申し上げます。

スクールサポーターは、委員ご存じのように、障害のある子供たちの介護

のために配置しております。そして、今現在小学校９校、中学校５校の学校

に計18名今年度配置させていただいておりますけれども、各学校から特別支

援にかかわる支援の要請が非常に多くありまして、現在41名の来年度要望が

ございます。来年度２名配置していただきまして、20名というふうなことで

各学校に配置し、子供たちの特別支援にかかわる教育の充実に努めてまいり

たいなと、そう思っております。保護者の中には、新年度入ってくる子供た

ちに、ぜひこのスクールサポーターを配置していただきたいという保護者の

声もございます。各学校から、このスクールサポーターの配置については、

むつ市は他市町村よりも非常に多いというふうなことで大変助かっていると

いうふうな声を聞いておりますし、私たちも学校と連携をしながら、このス

クールサポーターの配置、特別支援教育の充実に努めてまいりたいなと、そ

う思っております。
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以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 学務課長。

〇教育委員会事務局学務課長（高坂浩二） インフルエンザ対策についてお答

え申し上げます。

議員の皆様のご理解によりまして、補正をしていただいた手指消毒剤、マ

スク、嘔吐物処理セット等、今年度分につきましては予算を執行して、おか

げさまをもちまして、インフルエンザの発症もおさまっている状況かと思っ

ております。明年度につきましては、手指用消毒剤をまたことしと同様、そ

の詰替用のボトル、それと緊急用のマスク、合わせて249万7,000円を考えて

おります。今後もインフルエンザ拡大の防止に向けて、学校と連携をとりな

がら当たりたいなと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） まず、41名に対して20名と。昨年もたしか何校かに配

置できなかったというふうな記憶しておりますけれども、要はこれ数年前に

なりますけれども、初めてこの制度が新規事業でやられたときに、たまたま

私の身内で大変世話になったこともありますので、そういう形で、先生が対

応し切れない部分を行うということで、物すごく制度的には事業としてはす

ばらしいものだと、私自身もそう認識しておりますので、ぜひ予算の関係当

然出てきますけれども、市長もおります。そういう分でぜひ今後とも配慮願

いたいと思います。

それから、インフルエンザのほうですけれども、簡単で結構です。１億数

千万円、予定どおりすべてやったという、前年度の実績に関しまして、補正

で１億円でなかったですか、補正で１億1,000万円か2,000万円でなかったで

すか。という認識ですけれども、間違っていればあれですけれども。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） インフルエンザの関係についてお答えいたしますけ

れども、教育委員会の予算の中では、手指消毒液とマスクの購入というふう

なことで、残りの部分については保健福祉部の所管の対策費でございますの

、 、 、で その辺は私もちょっと承知しておりませんので お答えしかねますので

よろしくお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） １点だけ、学校給食のことでちょっと質疑したいのです

けれども、前にも学校給食に関しての質疑を私させていただきました。これ

は、地産地消ということで、きのうの経済部の質疑の中でも出ましたけれど

も、地元産の食材の占める割合、これをいかに高めるかにかかっているので
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はないかということを申し上げたのですが、地元食材の調達、これによって

地場産のいわゆる活用度を高めていくという、こういう研究はなされており

ましたか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 食育の大切さというのは、子供の教育には本当に欠か

せないわけでございまして、私ども本当に教育委員会の柱の一つとしてとら

えているわけでございます。そういうことで、今年度といいましょうか、新

たな取り組みといいましょうか、生産者と学校がどのように連携できるかと

いう具体的に来年度の耕作反別と言ったらいいのでしょうか、要するにどの

、 、ような面積で どういう季節に何をということまで今取り組んでおりまして

その段階を相当日数かかりましたけれども、全部ではございませんが、一部

からもう既に地区の農家の方々と連携、何回かもうその会合を持ちまして、

要するに学校というのは即短時間で調理できるという、そこまで持ってきて

くださいということで、単に泥のついたものを持ってこられてもなかなか処

理できないものでございますから、そういうことまでも含めて、今詰めてや

、 。っているところでございますので 年々改善していくと私は思っております

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） 県内の各自治体も、これにはかなり取り組んでおられる

のです。青森市あたりは、もう100％を目指すのだという、まだ時間がかか

るけれどもという話ですけれども、これは実際地産地消という 「むつ市の、

うまいは日本一」と言っているけれども、これを高めるためには学校給食も

そうだけれども、保育所もそうなのです。保育所の食材にしてもそうなので

。 、 。 、す これを公から始めないと 絶対これ浸透していかない そういうことで

ひとつ、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいということを申し上げたいと

思います。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで第10款教育費についての質疑を終わります。

ここで、午後１時まで昼食のため休憩いたします。

午前１１時４７分 休憩

午後 １時００分 再開
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〇委員長（鎌田ちよ子） 休憩前に引き続き会議を開きます。

市長が30分ほどおくれるそうですので、お願いいたします。

次は、第11款公債費について、理事者の説明を求めます。企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） それでは、予算書の80ページをお開き願います。

第11款第１項公債費、１目元金についてであります。これは、長期債の元

金償還金であります。前年度と比較して２億6,571万8,000円の減となってお

りますのは、前年度におきまして、いわゆる借換債、公的資金補償金免除繰

上償還があったことなどによるものであります。

２目利子は、長期債及び一時借入金に係る利子の支払いであります。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで第11款公債費についての質疑を終わります。

次は、第12款諸支出金について理事者の説明を求めます。企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 第12款第１項１目公営企業費についてであります。

これは、下北医療センターが運営する病院事業及び公営企業局所管の水道事

業の会計に対する一般会計からの負担金、補助金及び貸付金に要する経費で

あります。内訳につきましては、補助金等資料の37ページから39ページまで

にかけてを合わせてご参照いただければ幸いかと思います。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。中村正

志委員。

〇委員（中村正志） 公営企業費の下北医療センター貸付金についてでありま

すが、前も聞いたことがあったかと思うのですが、これはたしか医療センタ

ーの運転資金というのでしょうか、運営資金をやるために一時貸し付けして

同じ額返してもらうのだという貸付金だと思うのですけれども、下北医療セ

ンターのほうでは、むつ総合病院のほうの不良債務も大分片づきまして、大

分自前での資金調達が可能になったと思うのですが、それでも前年度並みの

貸付金をしなくてはいけないという、そこら辺の理由はどういうところにあ

るのでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） お答えいたします。

下北医療センター貸付金の12億 9,280万円の貸付金でありますが、この内

訳は、むつ総合病院が７億5,000万円、それから川内診療所の分として１億



- 36 -

3,110万円、大畑診療所分として１億4,000万円、脇野沢診療所の分として

4,870万円、むつリハビリテーション病院の分として２億2,300万円、合わせ

て12億 9,280万円となっております。これは、あくまでも年度内の貸付金で

あって、４月１日に貸し付けをしまして、翌年の３月31日に返済してもらう

ということになっております。これは、あくまでも資金繰りという部分で、

確かにむつ総合病院は平成20年度で第５次病院事業経営健全化計画が終了し

て、55億円の不良債務は解消されましたけれども、まだそれ以外の年度内で

の資金需要があって、このむつ総合病院の分に関しては７億5,000万円の貸

付金をお願いするという形で来ておりまして、それを決定するというふうな

ことです。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 中村正志委員。

〇委員（中村正志） そうしますと、今後何年間かは下北医療センターの運営

上、同程度の年度内での貸付金が発生していくというふうなことでいいので

しょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） そのとおりでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。横垣成年委員。

〇委員（横垣成年） ２点ほどお願いします。

まず、水道事業のほうですが、これは毎年若干ずつ、数千万円ずつふえて

おりまして、これはまだまだふえていくという、そういうものになっている

のかどうか、大体２億円でとまる予定なのかどうかをお聞きしたいと思いま

す。

それと、２点目のほうは下北医療センターのほうですが、たしか向こうの

ほうの不良債務、実際むつ市がこれから負担しなければいけない不良債務は

48億円あるということですが、それの分の手当ては、この中で大体どのくら

い計上されているのでしょうかということです。ちょっとこの資料を見る限

りは、余りその部分がないかなというふうに思いまして、結局48億円を５年

ぐらいでたしか解消していく予定だとかなり、それこそ10億円ぐらい毎年出

していかなくてはいけないかなというふうに思っておりますので、そこの部

分は今後どうなっていくのかということです。

あと、下北医療センター自身の負担は、これからもまだまだふえていく予

想なのかどうか、そこのところもお知らせ願いたいと思います。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。
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〇企画部理事（近原栄） お答えいたします。

１点目の水道事業会計の負担金につきましては、今後西通り地区の大規模

な、特に川内地区ですけれども、いわゆる水道、上水道の整備、そして簡易

水道の統合というふうな大規模な事業を抱えておりまして、いわゆる起債事

業によりますので、一般会計とすれば、その起債の償還に当たってはルール

分の形で負担金が増額されていくものと思っております。

それから、昨年度策定いたしました公立病院改革プランに基づきまして、

川内、大畑、脇野沢の３診療所の不良債務解消を、いわゆる平成21年度から

平成25年度まで、この改革プランでは総額43億 5,000万円ほど繰り出しを予

定しております。平成22年度分といたしましては、５億8,126万9,000円の計

上をいたしております。それで、補助金資料の38ページの川内診療所の分に

つきましては （１）の③、不採算地区病院運営に要する経費、これが１億、

9,643万1,000円、それから（４）の経営健全化対策に要する経費、そして１

億8,598万8,000円、合わせまして３億8,241万9,000円となっております。そ

れから、大畑診療所につきましては （３）の経営健全化対策に要する経費、

で１億2,885万円となっております。それから、脇野沢診療所につきまして

は （４）の経営健全化対策に要する経費で7,000万円、合わせまして５億、

8,126万9,000円となっております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。

〇委員（横垣成年） 水道事業のほうですが、こちらのほうの負担がふえると

はちょっと思っていなかったのですが、その分といいますか、ことしから水

道料金の値上げでそういう事業の分をカバーするのかなと思っていたのです

が、ということは、値上げをしたけれども、それでもまだやっぱり不足分が

あるからむつ市も負担をしなくてはいけないというふうなことで理解しなく

。 、 。てはいけないものでしょうか そこのところ 再度確認させていただきます

それと、説明によりますと、下北医療センターのほうが大体５億8,000万

円ずつ、そういう意味では負担していくと。ということは、下北医療センタ

ーの分の負担というのは、額はこれ以上はふえないということで、そして健

全化計画が終了すると、その５億円分ががたっと下がっていくという理解で

よろしいでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） お答えいたします。

水道事業会計に対する負担金につきましては、確かに水道料金の改定がご

ざいますが、それはあくまでも水道事業の経営の部分であって、この一般会
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計との水道事業会計のいわゆる繰り出しのルールがありまして、企業債の公

債費に関して一般会計が一部負担するという取り決めがありますので、その

分に関して今後ふえていくということになります。

それから……

（ いつまでふえるのでしょう、ずっと」の声あり）「

〇企画部理事（近原栄） ですから、いわゆる西通り地区の事業が今後、た

しか前の一般質問では四十数億円と言われていますけれども、それが結構長

い年数でかかると思いますけれども、その時点での起債の、いわゆる企業債

の借り入れによって一般会計のルールによる繰出分が増加していくという形

になります。

それから、下北医療センターのほうの、先月25日に経営健全化計画が決定

されたということですけれども、その前に公立病院改革プランは、平成21年

度から平成25年度までの５カ年の計画です。下北医療センター全体で収支を

黒にするという計画でありました。それから、経営健全化計画のほうは、平

成21年から平成24年までの４年間で、いわゆる不良債務比率を20％未満にし

ていくという計画ですので、同じ計画、不良債務解消の計画なのですが、目

的がちょっと違うということになります。一応不良債務解消分としては、今

当初予算で５億8,126万9,000円の解消分として計上いたしましたが、年度内

のこの状況いかんでさらに追加しなければいけない、いわゆる下北医療セン

ター全体での計画がございますので、やはり計画達成するためには、年度内

の動向もにらんだうえで今後考えていかなければならないと思っておりま

す。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで第12款諸支出金についての質疑を終わります。

次は、第13款予備費について理事者の説明を求めます。企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 第13款第１項１目予備費についてであります。これ

は、予算の不足を補うもので、2,500万円を計上しております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで第13款予備費についての質疑を終わります。
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以上で歳出の質疑を終わります。

説明員交代のため、暫時休憩いたします。

午後 １時１５分 休憩

午後 １時１６分 再開

〇委員長（鎌田ちよ子） 休憩前に引き続き会議を開きます。

続きまして、歳入の審査に入ります。

歳入の第１款市税から第20款市債まで一括説明を受け、審査いたします。

理事者の説明を求めます。税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） それでは、市税のご説明を申し上げます。

歳入のご説明を申し上げます。

平成22年度の歳入予算のうち第１款の市税についてご説明申し上げます。

総額、伸び率、徴収率につきましては、市長が提案理由で述べておりますの

で、私からは税目ごとについてご説明申し上げます。なお、予算積算に当た

っては、平成21年度の決算見込額をもとに、税制改正及び景気動向等を加味

して、税目ごとの調定額と徴収率を見込んで予算を積算いたしております。

それでは、予算書の10ページから11ページをごらんになってください。第

１項の市民税は、前年度より4.0％減、金額にして１億1,065万円減を見込ん

で計上いたしております。内訳といたしまして、１目の個人市民税は、昨年

の人事院勧告により公務員給与が2.4％減額になったこと、景気回復が思わ

しくないこと等の理由により、平成21年度の当初所得に比べて4.5％減を見

込み、徴収率を0.4ポイント増として概算いたしております。

また、２目の法人市民税につきましては、二番底は回避できたというもの

の、景気回復には至っていないことから、0.2％減を見込んでおります。

第２項の固定資産税は、評価額減少により前年度より1.1％減、金額にし

て2,410万5,000円減を見込んで計上いたしております。

第３項の軽自動車税は 50cc以下のバイクの減少が見込まれるものの 250c、 、

c以上のバイクは若干ふえていることから、0.2％増を見込んで計上いたして

おります。

第４項のたばこ税は 健康志向や喫煙環境が一段と厳しくなったこと 10月、 、

からの増税により、本数は12.1％減を見込んでおりますが、たばこ市税分が

40％増になることから、差し引き2.5％増を見込んだものでございます。

第５項の都市計画税は、固定資産税同様評価額減となっておりますが、都

市計画区域内での大型店舗建設により若干の増が見込まれることから 0.1％、

増を見込んでおります。
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第６項の入湯税は、平成21年度決算見込みから3.9％増を見込んだもので

ございます。

以上で、第１款市税についてのご説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） それでは、続きまして予算書の11ページの第２款

地方譲与税からご説明いたします。

まず、予算書11ページ下段から12ページの上段にかけての第２款地方譲与

税についてでありますが、市町村の道路の延長や面積によって案分し、交付

される第１項地方揮発油譲与税及び次の第２項自動車重量譲与税について

は 、 前 年 度 交 付 見 込 額 に 地 方 財 政 計 画 の 伸 び 率 を 勘 案 し 、 前 年 度 に 比 べ

1,180万6,000円、伸び率で5.5％の減で計上しております。

次に、12ページの第３款利子割交付金についてでありますが、これは預金

利子等の収入に課税された税の一部が市町村の個人県民税の収入額で案分

、 、 、し 交付されるもので 前年度交付見込額に地方財政計画の伸び率を勘案し

前年度に比べ517万4,000円、伸び率で14.3％の減で計上しております。

次に、同じく12ページの第４款配当割交付金についてでありますが、これ

は一定の上場株式等の配当等に課税される税の一部が市町村の個人県民税の

収入額で案分し、交付されるもので、前年度交付見込額に地方財政計画の伸

び率を勘案し、前年度に比べ728万1,000円、伸び率で67.9％の減で計上して

おります。

次に、同じく12ページの第５款株式等譲渡所得割交付金についてでありま

すが、これは株式等の譲渡所得に課税される税の一部が市町村の個人県民税

の収入額で案分し交付されるもので、前年度交付見込額に地方財政計画の伸

び率を勘案し、前年度に比べ32万 7,000円、伸び率で24.7％の減で計上して

おります。

次に、13ページの第６款地方消費税交付金についてでありますが、これは

消費税と同様に課税される地方消費税の一部が国勢調査人口や従業者数等で

案分し交付されるもので、前年度交付見込額に地方財政計画の伸び率を勘案

し、前年度に比べ6,857万円、伸び率で10％減で計上しております。

、 、次に 同じく13ページの第７款自動車取得税交付金についてでありますが

これは自動車取得税の一部が市町村の道路の延長や面積によって案分し交付

されるもので、前年度交付見込額に地方財政計画の伸び率を勘案し、前年度

に比べ511万1,000円、伸び率で9.7％の減で計上しております。

次に、同じく13ページの第８款国有提供施設等所在市町村助成交付金につ
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いてでありますが、これは自衛隊が使用する飛行場、弾薬庫及び燃料庫等の

土地建物及び工作物に対し、固定資産税との均衡を図る趣旨から交付される

もので、10分の７が対象資産の価格の案分により、10分の３が所在市町村の

財政状況等を考慮し交付されることとなっております。前年度交付見込額に

地方財政計画の伸び率を勘案し、前年度と同額を計上しております。

次に、同じく13ページの第９款地方特例交付金についてでありますが、こ

れは本年度の子ども手当の創設に伴い、地方負担の増加に対応するための児

童手当及び子ども手当特例交付金のほか、自動車取得税の減税に伴う自動車

取得税交付金の減収の一部を補てんする特例交付金、個人市民税における住

宅借入金等特別控除の実施に伴う減収を補てんするための特例交付金であり

まして、前年度に比べ580万 2,000円、伸び率で6.1％の減で計上しておりま

す。

次に、14ページの第10款地方交付税についてでありますが、これは国税の

一部を地方公共団体がひとしくその行うべき事務が遂行できるよう、一定の

基準により国が交付するもので、94％が普通交付税として、６％が特別交付

税として交付されるものであります。普通交付税につきましては、前年度交

付額に本年度の地域活性化・地域資源活用臨時特例費の創設及び活性化推進

特例費の設定等の改正を見込み、また単位費用等の入れかえにより、前年度

に比べ伸び率で2.7％の増、特別交付税は前年度交付見込額に地方財政計画

の伸び率を勘案し、伸び率 7.1％の増で計上しておりまして、合計で３億

5,000万円の増を見込んでおります。

次に、同じく14ページの第11款交通安全対策特別交付金についてでありま

すが、これは交通安全施設の設置や管理に要する経費に充てる目的で設けら

れたもので、交通反則金の収入が交通事故発生件数等で算定され交付される

ものでありまして、前年度交付見込額に地方財政計画の伸び率を勘案し、前

年度に比べ30万8,000円、伸び率で3.8％の減で計上しております。

次に、同じく14ページの第12款分担金及び負担金についてでありますが、

これは下北圏域障害程度区分認定審査会の設置に係る負担金及び保育所等へ

の入所の負担金でありまして、前年度に比べ621万 1,000円、伸び率で2.5％

の増で計上しております。

次に、15ページから16ページの上段にかけての第13款使用料及び手数料に

ついてでありますが、これは斎場、市営住宅及び体育施設等各公共施設の利

用に係る使用料並びに戸籍や各種検診及び廃棄物処理等各種行政サービスに

係る手数料が主なものでありまして、前年度に比べ1,155万4,000円、伸び率

で4.6％の減で計上しております。
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次に、16ページの下段から18ページの中段にかけての第14款国庫支出金に

ついてでありますが、これは各種事務事業に係る国の負担分や補助金及び委

託金でありまして、前年度に比べ10億3,430万4,000円、伸び率で30.7％の増

で計上しております。これは、子ども手当の創設により、子ども手当負担金

が大幅に増加したこと並びに電源立地地域対策交付金や地域住宅交付金、第

三田名部小学校建設事業費補助金が増加したことによるものであります。

次に、18ページの下段から21ページの上段にかけての第15款県支出金につ

いてでありますが、これは各種事務事業に係る県の負担分や補助金及び委託

金でありまして、前年度に比べ１億2,287万 8,000円、伸び率で3.9％の減で

計上しております。これは、関根漁港漁村再生交付金や電源立地地域対策交

付金が減少したことによるものであります。

次に、21ページの下段から22ページの中段にかけての第16款財産収入につ

いてでありますが、これは土地建物及び市有牛等の貸し付けに係るもの、市

有地や市有牛及び陶器等の生産物の売り払いにかかるものでありまして、前

年度に比べ2,848万4,000円、伸び率で38.6％の減で計上しております。

次に、22ページの下段の第17款寄附金についてでありますが、ふるさと納

税寄附金に対応するため、名目計上いたしました。

次に、23ページの第18款繰入金についてでありますが、繰入金は事業目的

によりそれぞれの基金から繰り入れと、特別会計から一般会計に対する繰り

入れでありまして、前年度に比べ１億6,914万4,000円、伸び率で37.4％の増

で計上しております。

次に、24ページから25ページにかけての第19款諸収入についてであります

が、これは地域総合整備資金貸付金の元金収入のほか、中小企業への資金融

資のための原資貸付金、奨学金貸付金元金収入及び一部事務組合下北医療セ

ンターへの貸付金元金収入並びに他の地方公共団体等の事務の受託に伴う事

業収入、そのほかいずれの款にも属さない収入等でありまして、前年度に比

べ4,397万9,000円、伸び率で2.4％の増で計上しております。

次に、26ページの第20款市債についてでありますが、臨時財政対策債は地

方財政計画の伸び率で、また退職者の増加に伴う財源対策として退職手当債

を計上しましたほか、普通建設事業の財源として起こしたもの等を合わせ、

、 。前年度に比べ６億7,724万6,000円 伸び率で14.2％の増で計上しております

この結果、歳入の総額は歳出と同額の339億5,000万円となり、前年度に比べ

18億9,200万円、伸び率では5.9％の増となりました。

、 。以上で歳入の説明とさせていただきますので よろしくお願いいたします

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。横垣成
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年委員。

〇委員（横垣成年） １点だけお願いします。

26ページの臨時財政対策債に関連してですが、これからはこの臨時財政対

策債が使い勝手がいいということで、こういうのを使っていくという方向な

のかどうか。それと、平成22年度から過疎債はもう使われなくなって、去年

もなかったのですが、過疎債というのは、もうこれからは利用しないという

ことでよろしいのかどうか、ここをちょっとお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） １点目の臨時財政対策債についてのご質問であり

ますが、これは地方財政対策の一環で、いわゆる地方財政計画の中では総額

。 、 、約82兆円の計画をしております ですが これに対していわゆる国税の収入

地方税の収入等が落ち込み、約18兆円の財源不足を来しているわけです。そ

のために、この臨時財政対策債を発行して、財源不足を穴埋めするという、

これは地方財政対策の一環であります。ですから、本来これは普通交付税で

交付されるべきものであって、それが国税、地方税の収入が落ち込んだため

に対応できない。したがって、この臨時財政対策債の発行、そして今後の、

今年度の償還につきましては、100％の財政措置があると。いわゆる普通交

付税の算定、基準財政需要額の算定におきまして、この償還額が今年度に

100％元利分、これが算定になるというふうなことになります。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 過疎債のお尋ねでございますが、昨日新聞にも報道

されましたが、６年間過疎法を延長する法案が可決成立をしました。４月１

日施行となりますので、まだ詳細は情報を得ていませんけれども、基本的に

は過疎債は今後も可能であるということになろうかと思います。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。

〇委員（横垣成年） この臨時財政対策債は、そういう意味では地方交付税の

穴埋めという意味では、どうなのでしょう、これはいつまで、でもこれを頼

ってやるしかないということですね、その分税収が入らないという前提です

から。いつまで続くのか、これ当然国のほうもそれは手当てするから、足り

ない分はずっと保証はされるということでよろしいかどうかということで

す。

それと、過疎債についてですが、平成22年度は過疎債全然借りていないの

ですよね。過疎債のことが、今回発行していたら、その部分を教えてもらい

たいと思います。
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〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） １点目の臨時財政対策債がいつまで続くのかとい

うことですが、いわゆる今の国会で地方交付税法案の一部改正の中で、地方

財政法の一部改正もございまして、この地方財政法の５条の特例の規定にな

っておりまして、この発行につきましては、平成22年度限りという情報にな

っております。ですから、毎年度見直ししていくといいますか、毎年度の国

税、地方税の税収を勘案したうえでの、いわゆる地方財政計画において財源

不足がなくなれば、この起債も発行しなくてもよいわけですので、それらの

ものが勘案されて今後も決定されていくということになります。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 平成22年度の予算では過疎債、予算書の89ページを

ごらんいただきたいと思うのですが、この89ページの一番最後のページにな

り ま す 。 こ の 真 ん 中 辺 に 過 疎 対 策 と い う こ と で 、 当 該 年 度 の 起 債 見 込 額

7,090万円、これを充当すべく過疎債をという理念でございます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。山本留義委員。

〇委員（山本留義） 市税の１目固定資産税のうちの家屋にかかわる税につい

てお尋ねいたします。

うちを建てて、築後何年まで何％減税して、最終的には何％税が加算され

るのかお尋ねします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） お答えいたします。

新築家屋につきましては、３年間２分の１の課税でございます。

（ 最終的には何％。例えば1,000万円で建てれば最終的には「

何％、幾ら残る」の声あり）

〇総務部税務調整監（對馬映子） 0.2でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 山本留義委員。

〇委員（山本留義） 私もよく銀行に行けば、17年経過で評価額ゼロというこ

となのですけれども、市の市税では今２割と言いましたね。これは、全市町

村同じ率なのですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） そのとおりでございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。山崎隆一委員。

〇委員（山崎隆一） ２点ほどお聞きいたしたいと思います。
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１点は、うちのほうで農協の金融関係がなくなりまして、それでＡＴＭを

設置しているわけなのですけれども、お年寄りの方々は、もう週に１回来た

としてもなかなか大変だというようなことで、金融面については県信用ある

いは郵便局のほうに年金等も書きかえしているような状況があります。そこ

で、税の、私のうちはそこで農協のほうから自動的に引き去りをしているわ

けなのですけれども、郵便局を使えないものかどうかと。これは、庁舎に行

けば、それはできるのですけれども、郵便局のほうには、その支払いのあれ

を持っていっても振り込みができないような状況に今なっているはずなので

すけれども、その辺について若干お聞きしたいと。

それから、もう一つ、納税組合のほうは、今まで大体10回に分けて納付し

ているはずなのですけれども、今年度からは、新年度からは、一般の方と同

じように８期に分けて納めなければならないというようなことを伺っておる

わけなのですけれども、そうすれば、納税組合に入っても何もメリットがな

いと。それは、組合のほうには前にも議論になりました補助金は来ますけれ

ども、今まで納税組合に入っていると、一般の方々と違って、８回のものは

10回、６回のものは８回でもって長く、そして納めやすく、同じ税を納める

にもそういうふうにしてやってきたのですけれども、その辺について、事実

関係をお知らせ願いたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

（ ） 。〇総務部税務調整監 對馬映子 ２点についてのお尋ねにお答えいたします

まず１点目の郵便局を使えないかということでございますが、郵便局につ

きましては、今現在銀行との為替交換ができない状況にあります。それで、

なかなか現金のお支払いは郵便局のほうでできない状況なのですが、口座振

替に関しましては、郵便局も使えますので、ぜひ口座振替をご利用いただき

たいと思います。郵便局のほうも銀行の全銀協と話し合いをして、限り為替

交換が調った暁には現金の取り扱いも可能になると思いますが、それまでの

間は口座振替でご利用いただければと思います。

２点目の納税組合の件でございますが、それぞれの組合で集金の仕方がご

ざいまして、今議員がおっしゃいました10回に分けてということは、そこの

組合で10回に分けて集金をして、それを集めて８期でお支払いいただいてい

るのだと思います。ですので、基本は８期でございますので、８期で納期内

納付をして、脇野沢の納税組合の方々は８期で納期内納付率が高うございま

す。ですから、恐らく前もって、例えば６月に通知書を発送して、６月から

納期が始まるわけですが、４月の段階からお金を集めて、そしてそれに集め

た分を均等にして８期でお支払いいただいているということで私は思ってお
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ります。考えております。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 山崎隆一委員。

〇委員（山崎隆一） それでは、今までどおりでもよろしいというような考え

で私は理解するのですけれども、そのとおりでよろしいですか。要するに納

税組合のほうに任せているというようなことで理解してよろしいですね。

口座振替のほうは、それなりにわかりました。現金で持っていっても郵便

局でやれるような手続を早目にしてほしいなと。そうすれば、お年寄りの方

々もそれなりに庁舎のほうに行かなくても、やはり本村の場合は、庁舎が遠

くなりましたものですから、ましてや金融機関も今郵便局と、県信用しかな

いものですから、できるだけその方向に努力していただきたいということを

お願い申し上げておきたいと思います。

終わります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。白井二郎委員。

〇委員（白井二郎） 11ページの都市計画税についてお聞きいたします。

私12月定例会のときに、この件で一般質問いたしまして、これを廃止する

なり、また税法を改正するなりするべきだと、税の公正公平を考えるにおい

ては。その辺内部のほうで、この平成22年度の予算書を作成する際に話し合

われたのか、話し合われなかったのかお聞きいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） 都市計画税につきましては、前回の議会で

答弁申し上げておりますが、検討していくということで、私たちなりに今後

皆様のご意見を拝聴しながら、改正あるいは廃止等含めて検討してまいるつ

もりでございます。ただ、税積算に当たっては、現行どおりで積算しており

ますので、その辺をご配慮、ご考慮ください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 白井二郎委員。

〇委員（白井二郎） 12月に一般質問いたしまして、すぐ新年度から変わると

いうことは私も考えていません。私は、なぜ一般質問したかというと、税務

調整監は十分私の気持ちは理解していると思いますが、やはり税、今の時代

に都市計画税をもらっているところはだんだん少なくなってきているわけで

す。やはり税は先ほど申し上げたとおり、公正公平、ある人が、所得の多い

方が所得の少ない人の分も支払いして税を均等に皆さんから徴収していると

いうことになっておりますので、特に都市計画税は旧むつ市の一部の方だけ

がこの１億7,000万円をお支払いしているということをぜひご認識いただき

まして、今後ともこの税制の改正をお願い申し上げます。
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以上で終わります。

〇委員長（鎌田ちよ子） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 11ページをお願いします。総括質疑で一部同僚議員も

触れておりました市たばこ税ですけれども、もう一度確認させていただきま

す。

まず、売り渡し本数の１億3,499万4,000本の見込みの根拠をお願いいたし

ます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

（ ） 、〇総務部税務調整監 對馬映子 見込みの根拠ということでございますので

お答えさせていただきます。

まず、その前にたばこ税は売り元の、売り渡しの元締めでありますＪＴた

ばこ産業とＴＳネットワーク（株 、これは洋モクを扱っている会社でござ）

います、から売り渡しされた本数分に税率を乗じて積算しております。今日

の喫煙環境悪化に伴い、この売り渡し本数を確実に見込むことは非常に困難

になっております。しかし、本数は確実に減少しておりますが、平成21年度

の決算見込みでは、平成17年度比で16.2％減が見込まれておりますので、４

、 、年間の平均減少率と増税 さらなる喫煙環境の制約による減少率と加味して

平成21年度比で12.1％減、それから決算見込みで14.7％減と積算しておりま

す。参考までに申し上げますが、国は15.8％減と見ております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） そこで、地方税法上たばこ税は小売業の営業所の所在

地に納税されるということになっております。それで、市内で実際に消費さ

れた分がかけ離れているのではないかなと、そういう懸念があるのですけれ

ども、どうですか、その辺の見通しといいますか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） 市内の消費している分とかけ離れているの

ではないかというお尋ねでございますが、これにつきましては、少し調査さ

せていただきました。売り渡し本数には、たばこ組合に加入していないコン

ビニ、パチンコ店も含まれておりますので、それぞれほぼ実態に近い本数と

見込んでおります。参考までに県内類似市であります十和田市、五所川原市

の平成21年度９月末の売り上げ本数を比較しますと、むつ市を100とした場

合、十和田市は83.5、五所川原市は95.8とむつ市が上回っている状況にあり

ますので、ほぼコンビニ、パチンコ店を含めた実態に合った数字と考えてお

ります。
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〇委員長（鎌田ちよ子） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 大体わかりましたけれども、要するに小売業の営業所

をどこに置くかによって納税額が決まってくるわけです。それで、他市の資

本が入っています、今言われましたパチンコ、コンビニ等の自動販売機の実

績、これの帰属先は、これはどこになるのでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） お答えいたします。

帰属先ということでございますが、コンビニに関しては独立した店舗にな

っているので、帰属先はむつ市と考えております。ただ、パチンコ店に関し

、 、 、ましては 本店という可能性もありますが たばこ組合の指導によりまして

できるだけ地元に還元するようにという指導があるようでございますので、

現在はほとんどがむつ市に帰属していると考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） 使用済み核燃料中間貯蔵ということで、２年後、搬入は

３年後になるのかもしれませんが、毎年キャスクが何本入ってくるかによっ

て変わってくるかと思いますけれども、その税の扱いといいますか、固定資

産とそのキャスク自体をどう見ているのか。さらには、市長がちょっとおり

ませんけれども、いわゆる新税、その話がありましたけれども、それがどう

、 。なっているのか どういう見通しになっているのかお聞きしたいと思います

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） お答えいたします。

キャスクにつきましては、それなりに固定資産の資産があるのでございま

すが、今ここでお示しはできません。確実な数字でございませんので、試算

はしております。

それから、法定外税の取り扱いということで、今現在進めておるわけでご

ざいますけれども、納税者になるべく事業所と、その交渉ということで今後

進めてまいりたいと思いますが、ただ設立が、事業開始が伸びておりますの

で、私たちの進め方もちょっと間遠くなっている状況にあります。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

（ ） 、〇委員 馬場重利 開始が延びているのは確かに延びているのですけれども

やたら近くなってから話し合いしたって、これは決まるものではないと思う

のです、かなりの交渉が必要になってくる。

それから、今の税務調整監の話では、キャスクにかかる固定資産税という

見方でいいのでしょうか。それが例えば１体当たり幾らという決め方になっ

ているのか、そこも、例えば年度における搬入の本数で決めるのか、どうい
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、 。う決め方をするのか そういう話にまでなっているのかどうかお聞きします

〇委員長（鎌田ちよ子） 副市長。

〇副市長（野戸谷秀樹） 新税の件につきまして、私からちょっと補足させて

もらいますけれども、新税につきましては、当然市のみの決定ではできませ

んので、相手と、それから手続を１つずつ踏んで承認もらうという形になっ

ています。よって、今現在はその過程でございますので、その新税の創設を

目指して着実に進めてまいりたいということでひとつご理解をいただきたい

なと思っています。

もちろんご指摘の客体云々等につきましても、相手方も含めましてある程

。 、 、度の協議が必要でございます よって その過程でございますということで

ひとつご了解いただければと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

（ ） 、〇総務部税務調整監 對馬映子 キャスクの固定資産税の件でございますが

償却資産として積算いたします。１体当たりということで、入ってきた数で

積算いたします。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） 大体おおよそはわかりましたけれども、新税については

かなり期間のかかる、それはわかりますけれども、どれくらい、例えば営業

、 。 、開始までには決めるとか そういう腹づもりをお聞きしたいのです これは

あと２年後、３年後になるのかな、正式には。そういうまだはっきりしてい

ない部分もあるかもしれませんけれども、その辺の腹づもりはどうですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 副市長。

〇副市長（野戸谷秀樹） 先ほどの答弁の延長でございますけれども、新税創

設になりますと、当然条例を設置するという手続が必要になってくるわけで

ございますので、そこら辺につきましては、タイムスケジュールは想定はい

たしますけれども、余りいついつまでという形には、現段階ではなっていな

い。着実に進めてまいりたいと。

重ねて申し上げるのは、議会の承認を得る手続も当然その中には入ってご

ざいます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。澤藤一雄委員。

〇委員（澤藤一雄） 11ページの入湯税についてお尋ねをいたします。旧大畑

町の場合には、入湯税をいただいていまして、その後合併した後、薬研地区

の入湯税については、たしか廃止されたという記憶をしておりますが、この

、 、 。計上している入湯税の客体は どの地域 どの施設になるのかお尋ねします
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〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） 入湯税についてお答えいたします。

この客体は、むつ地区が３カ所、それから大畑が３カ所、川内が４カ所に

なっております。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 澤藤一雄委員。

〇委員（澤藤一雄） たしか薬研地区、廃止されたというような記憶をしてお

りますが、薬研、大畑地区が３カ所というのは、もしその施設の名前も言え

たら教えていただきたいのですが。

〇委員長（鎌田ちよ子） 税務調整監。

〇総務部税務調整監（對馬映子） 大変申しわけございません、守秘義務の絡

みでお教えできませんが、ただ廃止されたというのは、合併前に福祉施設と

併設していた入湯税部分が廃止されているということだと思いますけれど

も。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。冨岡幸夫委員。

〇委員（冨岡幸夫） 国庫支出金の電源立地地域対策交付金のことであります

が、一月ほど前、こんな記事がありまして、原子力発電施設等立地地域特別

交付金が昨年の９月14日、官報で公示されたと。その内容は、本来であれば

都道府県が主体であったものが市町村がそれを申請できるようになったとい

うようなことでありまして、その辺の仕組みといいますか、内容等、このた

びの予算にそのことが反映されてはいないと思うのですけれども、その有無

と今後どのように考えておられるか教えてください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） ただいまの冨岡幸夫委員のお尋ねにお答えいたしま

す。

冨岡幸夫委員ご認識のとおり、この交付金、正確には原子力発電施設等立

地地域特別交付金、このように称されております。ご認識のとおり、私ども

遅まきながら、つい先月、新聞で知るところとなった次第でございまして、

今お話しのように、昨年９月の交付規則見直しによりまして、県が対象だっ

たものに加えまして、市町村にも直接交付が可能となったという制度の趣旨

でございます。

内容は、原子力発電施設等の設置あるいは運転の円滑化のためにという趣

旨でございまして、特に経済産業大臣がその必要と認めるものに限ると、こ

ういう条件づけがございます。したがいまして、私どもとすれば、まず初め

に県を通すのではなく、この経済産業省の資源エネルギー庁、こちらのほう
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に特別な認めるに足るような理由づけ、事業内容を協議して、そのうえであ

る程度のお墨つきを得ながら、地域の振興計画、むつ市の地域振興計画をつ

くっていくというのが手順でございますので、私どもといたしましては、そ

の趣旨を体すべく必要なものはできるだけ活用していくということでござい

ますので、今後この趣旨に沿うようなものを全体的に洗い出しをしながら、

鋭意努めてまいりたいと、このように考えております。

なお、一応原則論ですが、一自治体の振興計画を単位として25億円という

値が示されております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 冨岡幸夫委員。

〇委員（冨岡幸夫） 知ったのが、その同じ記事だと思うのですけれども、こ

れまで県では新幹線の開業の事業に使っているとか、特別枠で50億円まで使

っているとかと、こうあるわけですよね。現に柏崎市では独自の振興策でも

って30億円をやるというようなことが記事には載っているわけです。ですか

ら、県内どこの自治体も知らない、県も知らなかったというようなお粗末ぶ

りなものですから、やはり緊張感が足りないなと、皆さんのところでなくて

も、県でもそういうふうに言いたいわけですけれども。使えるものは使うと

いうことで、宮下市長も申請が可能なのであれば振興計画を検討し始めたい

というようなコメントを載せているわけです。ですから、今回はかなわない

としても、来年度予算には盛れるようなその手順を仕組んでいかなければな

らないと、こういうふうに思うわけです。ぜひともそういう進め方を、財政

難の折で、大きく言えば下北半島全域でもって事業を考えていくというよう

なことがあれば、各町村も乗ってくれるということにもなりますので、その

辺の検討をよろしくお願いいたしたいと思いますが、お考えのほどを。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） ただいま冨岡幸夫委員が申されましたように、私ど

もとしましては、やはりこの財政健全化を第一義として私たち今最後の詰め

の段階にありますので、そういう意味においても今後を見据えながら、この

交付金の活用という点で、とにかく全力を出して努めてまいりたいというこ

とでお答えにさせていただきます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで歳入全般についての質疑を終わります。

以上で議案第24号に対する質疑を終わります。
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これより討論を行います。発言ありませんか。横垣成年委員。

（５番 横垣成年委員登壇）

〇委員（横垣成年） 議案第24号 平成22年度むつ市一般会計予算に対し、反

対討論をいたします。

本案は、大畑消防署建設に約２億900万円、第三田名部小学校建設に約４

億7,500万円、第一川内小学校建設に約５億3,900万円、むつ運動公園陸上競

技場整備に約１億6,500万円など、市民生活にかかわる予算が多分に計上さ

れ て お り ま す 。 ま た 、 累 積 赤 字 解 消 の た め と 称 し て 財 政 調 整 基 金 に ４ 億

3,000万円を積み立て、緊急性が疑われる防災拠点施設用地整備事業に約１

億8,000万円なども計上されております。

その一方、平均13.8％の国保税の値上げが提案され、水道料金の値上げが

５月から実施されます。一昨年は国保税が15.1％引き上げされ、昨年は介護

保険料が３年間段階的に値上げされることが決まり、ことしは国保税と水道

料金、介護保険料のトリプル値上げであります。税金を滞納し、あすに食う

に困る市民をふやさないために累積赤字解消を引き伸ばしたり、防災拠点整

備、大湊エコ・コースト事業、下水道事業などという市民向けの事業であっ

ても、来年、再来年に実施するなどという形で支出を抑え、市民負担を解消

する努力をすべきであります。

市民負担を解消する努力が全く見られない本予算に反対いたします。議員

皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） これより議案第24号を採決いたします。

議案第24号についてご異議がありますので、起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起立者20人、起立しない者5人）

〇委員長（鎌田ちよ子） 起立多数であります。よって、議案第24号は原案の

とおり可決されました。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午後 ２時０９分 休憩

午後 ２時２０分 再開

〇委員長（鎌田ちよ子） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、議案第25号 平成22年度むつ市国民健康保険特別会計予算を議題と

いたします。

理事者からの説明を求めます。民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 議案第25号 平成22年度むつ市国民健康保険特別会
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計予算についてご説明いたします。

予算編成に当たりましては、年間平均国保加入世帯数を１万2,165世帯、

年間の被保険者数を２万2,070人として積算いたしております。その結果、

平成22年度の予算額は歳入歳出とも76億228万9,000円で、対前年度比で１億

2,963万3,000円、率で1.7％の増となっております。

本特別会計は、被保険者の医療需要に応じて、その主な支出であります医

療給付に見合った収入を確保しなければならないという性格を持っておりま

すことから、まず歳出からご説明いたします。予算書の16ページをごらんく

ださい。

第１款総務費は、総務管理費、国保運営協議会費及び趣旨普及費で、国保

事業運営のための事務的経費を計上しております。前年度と比較いたしまし

て、1,022万円増額となっているのは、第１項第２目連合会負担金のレセプ

トオンライン化に伴う磁気電算処理システム分担金等によるものでございま

す。

続いて17ページから18ページにかけての第２款保険給付費は、第１項療養

諸 費 に 厚 生 労 働 省 か ら 示 さ れ ま し た 給 付 費 試 算 表 に 基 い て 44億 8 , 2 2 4万

1,000円を計上しております また 第２項高額療養費に５億2,672万2,000円。 、

を、第３項移送費に2,000円を、第４項出産育児諸費に3,360万円を、第５項

葬祭諸費に800万円を、それぞれ前年度決算見込みにより所要額を計上して

おります。第２款の合計額は、50億5,065万5,000円で、歳出総額の66％を占

めており、前年度に比べまして３億22万 5,000円の増額となっております。

第３款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療へ支援金として支出するも

ので、厚生労働省から示された試算表により計上しております。予算額は８

億5,398万6,000円となっております。

続いて第４款前期高齢者納付金等は、同じく厚生労働省から示された試算

表により159万9,000円を計上しております。

19ページをごらん願います。第５款老人保健拠出金は、同制度が平成20年

３月で終了していることから、精算分として６万2,000円を計上しておりま

す。

第６款介護納付金は、国保被保険者のうち40歳以上65歳未満の介護保険第

２号被保険者に係る保険者の概算負担金と平成20年度の精算額で合計４億

2,948万3,000円を計上しております。

第７款共同事業拠出金は、青森県国保連合会が運営している高額医療費共

同事業及び財政の安定化を図る保険財政共同安定化事業に対する再保険事業

への拠出金であります 拠出先の県国保団体連合会から示された８億9,374万。
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5,000円を計上しております。

20ページをお開きください。第８款保険事業費は、第１項でメタボリック

シンドロームに着目した特定健診事業として4,840万8,000円を、第２項で被

保険者の疾病予防や健康づくりを支援するための事業費2,747万9,000円を計

上しております。保険事業費の合計は、7,588万7,000円となっております。

21ページをごらんください。第９款基金積立金は、財政調整基金の運用利

子の積立金で、名目計上であります。

第10款公債費は 療養諸費の支払いに要する一時借入金の利子分で 206万、 、

9,000円を計上しております。

22ページをお開きください。第11款諸支出金は、第１項で国保税の還付金

等480万1,000円を、第２項で一般会計で導入しました市税滞納整理システム

構 築 分 の 国 保 分 の 繰 出 金 と 脇 野 沢 診 療 所 に 係 る 直 営 診 療 所 運 営 費 81 1万

7,000円を計上しております。諸支出金の合計では1,291万 8,000円となって

おります。

第12款予備費は、医療費の急な支出増に対処するために予算措置したもの

であります。予備費以外の歳出と歳入の差額２億5,358万7,000円を計上して

おります。

以上が歳出であります。

次に、歳入についてご説明いたします。予算書、戻っていただいて、10ペ

ージをごらんください。第１款国民健康保険税は、18億8,673万2,000円で、

前年と比べまして１億6,912万円の増額、率にして9.8％の増となっておりま

す。収納率につきましては、医療給付分の一般被保険者現年課税分を87％、

一般被保険者滞納繰越分を15％として積算しております。また、退職被保険

、 。者現年課税分の収納率を97.5％ 滞納繰越分を20％として積算しております

11ページをごらんください。第２款使用料及び手数料は、国保税の督促手

数料及び特定健診手数料として250万円を計上しております。

第３款国庫支出金の第１項国庫負担金には、一般被保険者療養諸費等に係

る定率国庫負担金、高額医療拠出金の４分の１を財政支援する高額医療費共

同事業負担金等17億4,474万1,000円を、第２項国庫補助金には財政調整交付

金等５億4,338万9,000円を計上しております。国庫支出金の合計額は、22億

8,813万円となっております。

12ページをごらんください。第４款療養給付費等交付金は、退職者医療制

度の被保険者に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金で ３億2,160万、

6,000円を計上しております。

、 、第５款前期高齢者交付金は 前期高齢者に係る保険者間の負担調整制度で
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厚生労働省から示されました試算に基づき14億677万7,000円を計上しており

ます。

第６款県支出金の第１項県負担金には、高額医療拠出金の４分の１を財政

支援する高額医療費共同事業負担金等4,848万7,000円を、第２項県補助金に

は、医療給付費等の７％を交付する財政調整交付金３億8,545万4,000円を計

上しております。県支出金の合計では、４億3,394万1,000円となっておりま

す。

13ページをごらんください。第７款共同事業交付金は、これは歳出の第７

款共同事業拠出金に係る交付金でありまして、県国保団体連合会が実施主体

となっております再保険制度からの交付金であります 合計額は８億7,586万。

円になっております。

、 、 。第８款財産収入は 財政調整基金の運用利子収入で 名目計上であります

第９款繰入金は、13ページから14ページにかけまして、保険基盤安定繰入

金を初め出産育児一時金等繰入金、財政安定化支援事業繰入金、基金繰入金

などの合計額３億7,736万2,000円を計上しています。

第10款繰越金は、前年度同額の2,000円を名目計上しております。

第11款諸収入は、第１項延滞金加算金及び過料として305万円を、第２項

には出産資金貸付金元金収入67万 2,000円を、第３項には第三者行為等によ

る納付金等565万6,000円を計上しております 第11款の合計は 937万8,000円。 、

となっております。

以上が平成22年度むつ市国民健康保険特別会計予算の概要であります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。横垣成

年委員。

〇委員（横垣成年） ２点ほどお願いします。

まず歳出の最後のほうですが、22ページの予備費で２億5,358万7,000円と

いうことで、これから累積赤字５億幾らになるのですが、ここからそこの部

、 、 、分の残った分 ここの予備費が 最終的にどのくらい残るかわかりませんが

これが累積赤字を埋め合わせるというものの担保になっているのかなという

のをちょっと確認させていただきたいと思います。

それと、10ページ、前のほうに戻りますが、今回の国保税の引き上げの総

額といいますか、それがここの10ページのふえた分１億7,998万4,000円、こ

の部分が値上げによってふえた総額であるかどうか。

以上２点、よろしくお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず１点目の予備費の部分でございますけれども、
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、 、予備費今回２億5,358万7,000円を計上してございますけれども この内訳は

まず横垣委員ご指摘の赤字補てん分を１億680万円見ております。これは、

議案第７号でご審議いただいています累積赤字、平成21年度見込みの５億

3,400万円を５年で割り返した金額でございます。あとの残りの１億4,678万

7,000円については、通常会計上の処理として予備費は保険給付費の３％を

。 、目安として見るという部分でございます 急激な医療費の上昇があった場合

そ の 分 を 使 っ て い く と い う ふ う な と こ ろ で ご ざ い ま す 。 そ の 部 分 が １ 億

4,678万7,000円で、合わせまして２億5,358万7,000円ということでございま

す。

２点目については、担当課長よりお答えさせます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 国保年金課長。

〇民生部副理事・国保年金課長（大橋 誠） お答えいたします。

10ページの１億6,912万円が税の引き上げによる増なのかということかと

思いますが、この数字ではございません。これは、当初予算同士の比較です

ので、こうなりますが、税率改正におきましては、調定額で２億8,000万円

ほどふえております。これに予定収納率87％を掛けたものが税の改正による

増でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。

（ ） 、 、〇委員 横垣成年 済みません もう少し詳しく教えてもらいたいのですが

２億8,000万円に80％を掛けた分が今回の値上げの総額分ということで再度

確認させていただきます。実際ちょっと計算して、２億2,400万円というこ

とでよろしいでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 国保年金課長。

〇民生部副理事・国保年金課長 大橋 誠 ２億8,000万円に予定収納率87％（ ）

を掛けた額が増額の額でございますが、ただこれから７割、５割、２割の軽

減分が出てきますので、その軽減分については一般会計からの繰り入れとい

うことになっております。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。工藤孝夫委員。

〇委員（工藤孝夫） 12ページの療養給付費等交付金について、１点お尋ねい

たします。

前年度と比較して15.6％減額になっておりますけれども、この要因につい

てお知らせ願いたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 国保年金課長。

〇民生部副理事・国保年金課長（大橋 誠） 療養給付費等交付金は、退職被

保険者にかかわる支払基金からの交付でございますが、平成21年度は退職被
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保険者を1,230人ほど見込んでおりました。ところが、団塊の世代が退職す

ると言われていますが、65歳以上の退職被保険者が一般の被保険者に異動す

ることから、思うようにふえませんで、平成22年度は1,100人を見込んでお

りますので、こういう結果になりました。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第25号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。工藤孝夫委員。

（４番 工藤孝夫委員登壇）

〇委員（工藤孝夫） 議案第25号 平成22年度むつ市国民健康保険特別会計予

算案に対し、反対討論を行います。

本案は、平成20年度に引き続いて税率改正により国保税を引き上げる内容

を含む予算であります。年金者や低所得者に負担が重いのも特徴で、年々悪

化する厳しい経済情勢のもとで、これ以上の国保税負担は既に限界でありま

す。

以上で討論といたします。議員皆様方のご賛同をお願いいたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第25号を採決いたします。

、 。議案第25号についてはご異議がありますので 起立により採決いたします

本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起立者17人、起立しない者7人）

〇委員長（鎌田ちよ子） 起立多数であります。よって、議案第25号は原案の

とおり可決されました。

次は、議案第26号 平成22年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。

理事者の説明を求めます。民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） それでは、議案第26号 平成22年度むつ市後期高齢

者医療特別会計予算の概要についてご説明いたします。

この会計は、平成20年度から施行されました後期高齢者医療制度の保険料

等に係る会計であり、保険料を徴収し、青森県後期高齢者広域連合に納付す

る た め の 会 計 で あ り ま す 。 平 成 22年 度 の 予 算 総 額 は 、 歳 入 歳 出 と も ４ 億
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4,213万 7,000円で、前年度比1,809万 3,000円、率で4.3％の増となっており

ます。

歳入からご説明いたします。予算書の７ページをごらんください。第１款

後期高齢者医療保険料は、平成20年度の制度開始から２年ごとに保険料を見

直す制度となっていますので、平成22年度が改正の年度になりますが、料率

の変更はありませんでした。主な保険料は、第１目特別徴収保険料として２

億3,825万 3,000円で、徴収率は年金等からの徴収となりますので、100％と

しております。第２目普通徴収保険料は、現年度分の徴収率を97％、滞納繰

越分の徴収率を50％と見込んで、合わせまして5,921万7,000円を計上してお

ります。

第２款手数料は、普通徴収保険料に係る督促手数料を22万 2,000円計上し

ております。

第３款繰入金は、低所得者に係る保険料の軽減分として一般会計からの保

険基盤安定繰入金であります。１億3,782万3,000円を計上しております。

第４款繰越金は、平成21年度の保険料で、平成22年３月から５月に徴収し

た保険料を広域連合の会計年度に合わせまして、平成21年度から繰り越しす

るもので650万円を計上しております。

８ページをお開きください。第５款諸収入は、第１項に延滞金を、第２項

に保険料の還付金及び還付加算金を、第３項に雑入を計上しております。合

計で12万2,000円を計上しております。

次に、９ページ、歳出についてであります。第１款後期高齢者医療広域連

合納付金は、４億4,179万4,000円を計上しております。内訳は、歳入で計上

しております第１款後期高齢者医療保険料の２億9,747万円と第４款の繰越

金650万円を合わせまして、保険料納付金として３億397万円、ほかに第３款

の繰入金１億3,782万 3,000円と、第５款第１項の延滞金1,000円の３件を合

計した額で計上しております。

第２款諸支出金は、第１項償還金及び還付加算金に12万円を計上しており

ます。内訳は、歳入の第５款第２項償還金及び還付加算金であります。第２

項繰出金には、一般会計繰出金として22万 3,000円を計上しております。内

訳は、歳入の督促手数料と雑入の合計であります。

以上が平成22年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算の概要であります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第26号についての質疑を終わります。
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これより討論を行います。ご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第26号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。よって、議案第26号は原案

のとおり可決されました。

次は、議案第27号 平成22年度むつ市老人保健特別会計予算を議題といた

します。

理事者の説明を求めます。民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） それでは、議案第27号 平成22年度むつ市老人保健

特別会計予算の概要についてご説明いたします。

、 、平成22年度老人保健特別会計の予算総額は 歳入歳出とも227万2,000円で

前年度と比較し840万9,000円の減となっております。率にすると78.7％の減

となります。老人医療給付費及び医療費の支給費の支出は、平成21年度でほ

、 。ぼ完了しておりますが 不測の事態を考慮して医療諸費を計上しております

なお、本年度でこの会計は廃止となります。

予算書７ページをごらんください。歳入の第１款から第４款までは、歳出

第１款医療諸費140万円を決められた割合で負担するものであり、第１款支

払基金交付金には、診療報酬支払基金の医療費負担分として80万円を、第２

款国庫支出金には、国の負担分として40万円を、第３款県支出金には、県の

負担分として10万円を、第４款繰入金には、市の負担分として10万円をそれ

ぞれ計上しております。

８ページをごらんください。第５款繰越金には、平成21年度の医療給付費

返還分による剰余金が繰り越されることから、87万 1,000円を計上しており

ます。

第６款諸収入には、雑入として1,000円を名目計上しております。

９ページをごらんください。歳出の第１款医療諸費のうち第１目医療給付

費は、入院、入院外の診療費や調剤費等の現物給付分として125万円を、第

２目医療費支給費は、高額医療費等の現金支給分として15万円を計上してお

ります。

、 、第２款諸支出金は 平成21年度の医療費返還分により剰余金等を支払基金

国庫、国、県及び市に返還することになりますので、87万 2,000円を計上し
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ております。

なお、公債費は廃款となっております。

以上が平成22年度むつ市老人保健特別会計予算の概要であります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第27号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第27号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案

のとおり可決されました。

次は、議案第28号 平成22年度むつ市介護保険特別会計予算を議題といた

します。

理事者の説明を求めます。保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 議案第28号 平成22年度むつ市介護保険特別会

計予算についてご説明申し上げます。

歳入歳出の総額は、ともに48億2,904万7,000円となっております。

それでは、歳入からご説明いたします。予算書７ページをごらんいただき

たいと存じます。

第１款保険料であります。これは、65歳以上の第１号被保険者に係る介護

保険料であります。特別徴収保険料の収納率は100％、普通徴収保険料の収

納率は45％、滞納繰越分の収納率は11％と見ており、全体の収納率は95.0％

を見込んでおります。

次に、第２款分担金及び負担金であります。これは、下北圏域介護認定審

査会の共同設置に係る各町村負担金であります。

次に、第３款使用料及び手数料であります。これは、督促手数料でありま

す。

次に、８ページ、第４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目介護給付

費負担金であります。これは、保険給付費の施設給付の15％と居宅給付費の

20％の交付を見込んでおります。
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次に、第２項国庫補助金、第１目調整交付金であります。これは、後期高

齢者の加入割合及び所得段階別被保険者割合をもとに市町村間の財政の不均

、 。衡を是正するため交付されるもので 納付割合は6.97％を見込んでおります

次に、第２目地域支援事業交付金（介護予防事業）であります。これは、

介護予防事業に係る交付金で給付割合は25％を見込んでおります。

次に、第３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）でありま

す。これは、包括的支援事業・任意事業に係る交付金で、給付割合は40％と

なっております。

次に、第５款支払基金交付金であります。これは、40歳から64歳までの第

２号被保険者負担分の支払基金からの交付金でありまして、第１目介護給付

費交付金については、保険給付費の30％、第２目地域支援事業支援交付金に

ついては、介護予防事業費の30％相当分を見込んでおります。

次に、９ページ、第６款県支出金、第１項県負担金、第１目介護給付費負

担金であります。これは、保険給付費のうち施設給付費と居宅給付費の交付

を見ております。施設給付分17.5％、居宅給付分12.5％の給付割合となって

おります。

次に、第２項財政安定化基金支出金、第１目交付金及び第２目貸付金とな

っており、科目存置としての計上をしております。

次に、第３項県補助金、第１目地域支援事業交付金であります。これは、

介護予防事業に係る交付金でありまして、事業費見込額の12.5％が交付され

ております。

次に、第２目地域支援事業交付金、これは包括的支援事業・任意事業に係

る交付金で、事業費見込額の20％の交付を見込んでおります。

次に、10ページ、第７款財産収入、第１項財産運用収入であります。これ

は、財政調整基金の運用利子収入であります。

次に、第８款繰入金、第１項一般会計繰入金であります。第１目介護給付

費繰入金、第２目地域支援事業繰入金（介護予防事業 、第３目地域支援事）

業繰入金（包括的支援事業・任意事業 、第４目その他一般会計繰入金であ）

りまして、本会計に対する一般会計からの繰入金であります。

次に、11ページ、第２項基金繰入金、第１目財政調整基金繰入金でありま

すが、これは収支の不足が見込まれる場合の基金からの取り崩しを行うもの

であります。

次に、第９款諸収入、第１項延滞金加算金及び過料でありますが、これは

第１目第１号被保険者延滞金であります。

次に、第２項雑入であります。第１目第三者納付金、これは第三者行為納
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付金、第２目返納金、これは不正利得等返納金、第３目雑入、これはむつ市

地域包括支援センター事業収入等であります。

以上が歳入についての説明で、歳入総額48億2,904万7,000円となり、前年

度より３億4,134万円の増で、伸び率は7.6％となっております。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。予算書13ページをごらん

いただきたいと存じます。第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管

理費であります。これは、地域密着型サービス運営委員会に係る報酬及び費

用弁償、その他一般事務管理費であります。

次に、第２項介護認定審査会費、第１目介護認定審査会費であります。こ

れは、介護認定に要する経費でありまして、介護認定審査会委員の報酬、一

般職員の給与、介護認定審査会システム保守委託料及びシステムのリース料

が主なものであります。

次に、14ページ、第２目認定調査等費であります。これは、介護認定のた

めの調査に要する経費でありまして、介護認定訪問調査員の報酬、費用弁償

のほか、主治医意見書作成手数料が主なものであります。

次に、14ページから15ページにかけまして、第２款保険給付費、第１項介

護サービス等諸費であります。これは、第１目居宅介護サービス給付費から

第10目特例居宅介護サービス計画給付費までの法定負担分に要する経費であ

ります。

次に、15ページから16ページにかけまして、第２項介護予防サービス等諸

費であります。これは、第１目介護予防サービス給付費から第８目特例介護

予防サービス計画給付費までの法定負担分に要する経費であります。

次に、第３項その他諸費、第１目審査支払手数料であります。これは、国

保連合会への支払手数料であります。

次に、17ページ、第４項高額介護サービス等費、これは第１目高額介護サ

ービス費と第２目高額介護予防サービス費であります。これは、法定負担分

に要する経費であります。

次に、第５項特定入所者介護サービス等費、これは第１目特定入所者介護

サービス費から第４目特例特定入所者介護予防サービス費までの法定負担分

に要する経費であります。

第２款の保険給付費は、介護予防特別会計の歳出全体の96％を占めており

ます。

次に、18ページ、第３款地域支援事業費であります。これは、介護予防、

包括支援事業・任意事業及び介護予防給付支援事業で構成されております。

事業目的は、被保険者が要介護状態または要支援状態になることを予防する
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とともに、要介護状態となった場合でも、なれ親しんだ地域で自立した生活

を営むことができるよう支援することにあります。

それでは、第１項介護予防事業費、第１目介護予防特定高齢者施策事業費

であります。これは、特定高齢者、一般高齢者の運動機能等の向上を図るた

めの経費でありまして、転倒骨折予防教室事業、地域包括支援センターシス

テム保守管理委託料、地域包括支援センター借上料及び地域包括支援センタ

、 、 。ーの運営協議会に要する経費 委員の報酬 費用弁償が主なものであります

次に、第２項包括的支援事業費・任意事業費、第１目介護予防ケアマネジ

メント事業費であります。これは、包括的支援事業等を担当する職員の給与

費のほか、地域包括支援センター対応業務委託料であります。

次に、19ページ、第２目権利擁護事業費であります。これは、権利擁護ネ

ットワーク委員会に要する経費が主なものであります。

、 。 、次に 第３目包括的・継続的ケアマネジメント事業費であります これは

地域ケア会議委員の費用弁償が主なものであります。

次に、第４目任意事業費であります。これは、介護保険事業以外の支援事

業でありまして、配食サービス事業、家族介護教室事業及び家族介護者交流

事業に係る委託料並びに家族介護用品支給費及び家族介護慰労金の扶助費が

主なものであります。

次に、20ページ、第３項介護予防給付費支援事業費、第１目介護予防給付

計画作成支援事業費であります。これは、地域包括支援センターが行う要支

援者に対する介護予防プランの作成業務等に要する経費でありまして、介護

予防プランを作成するための介護予防支援事業委託料が主なものでありま

す。

次に、第４款財政安定化基金拠出金であります。これは、市町村の介護保

険事業の財源不足について貸し付けや交付を行い、事業の財政安定化を図る

ため県が設置しております財政安定化基金拠出金であります。通常ですと、

平成21年度から平成23年度までの平均給付見込額の0.04％を拠出するもので

ありますが、現状では財政安定化拠出金が活用されていないこともあり、拠

出金が免除される見込みでありますが、万が一拠出金の急激な利用増加があ

った場合に備えまして、科目存置としたものであります。

次に、第５款基金積立金であります。これは、財政調整基金の利子を積み

立てるものであります。

次に、21ページ、第６款公債費であります。これは、保険給付費の支払い

に要する一時借入金の利子であります。

次に、第７款諸支出金であります。これは、前年度介護給付費負担金及び
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交付金の精算分として、国、県一般会計及び支払基金への償還金と保険料の

還付金であります。

次に、第８款予備費であります。これは、地域支援事業費へ充用するもの

であります。

以上が歳出の説明でございまして、歳出総額48億2,904万7,000円となり、

前年度より３億4,134万円の増で、伸び率は7.6％となっております。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。横垣成

年委員。

〇委員（横垣成年） ２点ほどお願いします。

平成22年度も介護保険料を引き上げられたと思うのですが、その総額を教

えていただければと思います。ここでは、前年度の比較で5,047万2,000円、

これ前後だとは思いますが。

、 、そして２点目ですが 11ページの財政調整基金から繰り入れということで

結果的にはこの値上げをしたのだけれども、平成22年度も赤字だということ

で、こういうふうな3,736万2,000円、これを繰り入れしなくてはいけないと

いうことであったのかどうか。

以上、２点お願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 介護福祉課長。

〇保健福祉部介護福祉課長（岩崎若男） お答えいたします。

第１点目の保険料でございますが、予算書に記載されてある金額そのもの

でございます。

、 、第２点目でございますけれども 財政調整基金の繰り入れにつきましては

平成22年度は介護従事者対応として３％の増額改定ございましたけれども、

それに対応する保険料増額分の半分を国から基金としていただいておりま

す。それをまず繰り入れております。

それから、当初の介護保険事業計画で、保険料の増額を抑えるという意味

もありまして、その時点で基金の投入は計画されていたものです。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） １点だけ市長にお尋ねします。

その前に委員長に、私午後から一番に予算全体のことについて質疑しよう

としたら、市長が用事でちょっとおくれましたので、この本介護予算であり

ますが、予算全体について質疑することをお許しください。

〇委員長（鎌田ちよ子） はい。
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（ ） 、 、〇委員 村中徹也 市長 私も去年まで予算委員会の委員になっていなくて

議会運営委員会で議長、副議長もなって勉強したほうがいいということで、

どんどん発言しろと言われましたので、予算全体について総括のときはでき

ませんでしたので、ちょっと今委員長の許しを得ましたので、してみたいと

思います。

（ だめだめ」の声あり）「

〇委員（村中徹也） いや、許してください。１時にお尋ねしようとしたら市

長がいなかったものですから、何とか、皆さんの同意を得ましたので、お尋

ねします。

まずお尋ねは、今回のこの予算も含めて一般会計もですが、市長の意向と

か思いは本当に反映されているのだろうかということです。もう一つは、行

政の継続性、これについてちょっとお話をして質疑してみたいと。

市長もおとといから初めてこの議論を聞いてどう思ったか、感想があれば

述べていただきたいのですが、甲論乙駁、高論卓説、いろんな評価がござい

ましょう。しかし、私が聞いているに、結局市長の意向が伝わっていないの

ではないかという答弁が多々見られる。例えば我々議員は現場のことをよく

知っております。現場のことを現場主義で指摘すると、結局卓上理論でやっ

ている答弁者は答えることができない。答弁に詰まってしまうということが

たびたびありました。また、とある議員は、数年前から何度も同じことを言

っても検討するするで何も変わっていないではないかと、これたびたびあり

ましたね。また、去年も言って、またことしも言わなければいけない、何や

っているのだという議員もおりました。ある議員は、市民の声を届ける議員

と我々と、規則、条例、この縛りを盾にして、一向にこの重い扉を開こうと

しない。これは、宮下市長の指示ではないはずです。私は、そう古くはない

ですけれども、あなたのことを多少知っていますが、あなたは市議時代から

、 。 、崇高な理想を持って この予算にも一家言を持っていたはずです ところが

市長になった途端、前と何ら変わりない。市民が期待していたのは、あなた

に期待していたのは、私はこういうことではないと思うのです。ですから、

あなたの思いがどれほど伝わったのか。部長以下……

（ 委員長、いいの、これ」の声あり）「

〇委員（村中徹也） 済みません、予算総括ですが、だめですか。委員長、い

いですか、だめですか。

（ 一般質問でやりゃいいじゃないか、一般質問で。これ予「

算審議でないのか、これ」の声あり）

〇委員（村中徹也） いや、許してください。市長が出席するということで、
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１時にやろうとしたら、２時半に来たのですよ。

〇委員長（鎌田ちよ子） 趣旨に沿ってお願いいたします。

〇委員（村中徹也） 趣旨。趣旨に、では沿っていませんか。

〇委員長（鎌田ちよ子） はい。

〇委員（村中徹也） では、やめます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第28号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。横垣成年委員。

（５番 横垣成年委員登壇）

〇委員（横垣成年） 議案第28号 平成22年度むつ市介護保険特別会計予算に

対し、反対討論をいたします。

本案は、昨年度３年間段階的に保険料を引き上げる条例を受け、本年度も

介護保険の引き上げが総額で5,047万2,000円の負担増が反映されている予算

であります。

。 。本案に反対いたします 議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第28号を採決いたします。

、 。議案第28号についてはご異議がありますので 起立により採決いたします

本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起立者20人、起立しない者5人）

〇委員長（鎌田ちよ子） 起立多数であります。よって、議案第28号は原案の

とおり可決されました。

次は、議案第29号 平成22年度むつ市下水道事業特別会計予算を議題とい

たします。

理事者の説明を求めます。建設部長。

〇建設部長（太田信輝） 議案第29号 平成22年度むつ市下水道事業特別会計

予算についてご説明いたします。

初めに、予算書６ページの総括表をごらん願います。平成22年度予算の歳

入歳出の総額は、いずれも14億7,360万円で、対前年度比では5,736万円、率

では3.7％の減少となります。
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次に、７ページをごらん願います。まず、歳入でありますが、第１款第１

項の分担金及び負担金は、地方自治法が適用されます川内、脇野沢地区にか

かわる受益者分担金と都市計画法が適用されますむつ、大畑地区の受益者負

担金で、前年度比173万3,000円減の2,600万8,000円を計上しております。負

担金の減額要因は、建設費の削減により新規賦課分が減少することに伴うも

のであります。

同じく第２項の使用料及び手数料のうち第１目及び２目は下水道施設の使

、 、用料で 第３目及び４目は工事店申請認可や工事検査及び督促等の手数料で

総額では9,622万円を見込んでおります。下水道使用料は、接続件数を前年

度比160件増の2,002件と見込んだ結果であります。

第２款国庫支出金は、下水道建設事業費のうち補助対象事業３億9,400万

円の２分の１で、１億9,700万円であります。前年度比で減額となっており

ますが、これは建設事業を抑制したことに伴うものであります。

第３款の繰入金は、一般会計繰入金で、むつ市一般会計から繰り入れして

いただくもので、６億2,430万円を見込んでおります。

次に、８ページ、第４款繰越金は、科目を設定する目的で1,000円を計上

いたしております。

第５款諸収入のうち第１項１目の延滞金は、受益者分担金、負担金の滞納

額に対する延滞金の科目設定で、２項１目の雑入は消費税及び地方消費税の

還付金で、前年度比663万 7,000円減の307万円を見込み計上しております。

第６款市債は、事業に伴う起債で、前年度比3,800万円減の５億2,700万円

の借り入れ予定額を計上しております。減額の要因は、建設事業費を抑制し

たことに伴うものでございます。

次に、歳出でございますが、９ページをごらん願います。第１款事業費、

第１項総務管理費の第１目一般管理費の主なものは、職員８人分の給与費の

ほか、13節は使用料徴収事務や下水道台帳作成業務の委託料で、19節は下水

道協会の会費や負担金のほか、排水設備工事にかかわる利子補給及び助成金

であります。

第２目から４目は、管渠及び市内６カ所の下水処理場の維持管理費でござ

います。

次に、10ページ、第２項建設事業費の第１目下水道整備費の主なものは、

、 、職員３人分の給与費のほか 13節の委託料は実施設計等委託５件7,600万円

15節工事請負費は、補助分、単独分を合わせた管渠工事11件、延長にして

3,821メートルを予定しており、これにかかわる工事費３億6,600万円を計上

しております。
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次に、第２款の公債費は、長期債の元金及び利子の償還金及び一時借入金

の利子を合わせ、総額７億6,971万6,000円を計上しております。

以上の予算により、平成22年度の下水道整備面積は19.8ヘクタールを見込

んでおり、累計では376.8ヘクタールの整備面積となります。これは、事業

認可面積553.7ヘクタールに対して68.1％、全体計画面積2,264ヘクタールに

対しては16.6％の整備率となります。

以上が平成22年度むつ市下水道事業特別会計予算の概要でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。村中徹

也委員。

〇委員（村中徹也） きのうの繰出金でも話ししましたので、この予算でまた

質疑させていただきます。

きのう私は、下水道事業、やめられるものだったらやめるべきだという主

張をしたら、補助金の関係でやめれない、もう続けるしかないという答弁で

した。その理由を詳しく詳細におっしゃってください。

そして、次なのですが、過去の話を出して、むつ市で下水道が完成するの

はあと何年かという過去の議場でしたね そして とある理事が 部長が300年。 、 、

。 。 、 。と答えた 改めて聞きます むつ市全部終わるのに あと何年かかりますか

以上、２つ。

〇委員長（鎌田ちよ子） 下水道課長。

〇建設部副理事・下水道課長（齊藤鐘司） お尋ねにお答えします。

やめられない理由を詳しく述べよということですけれども、下水道事業に

関しましては、処理場、下水道浄化センターが稼働中ですので、事業に関し

てやめるということはできません。それと、あと下水道管の整備になります

けれども、これをやめということになりますと、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律という法律があるのですけれども、これに抵触するこ

とになりますので、補助金の返還が伴います。ただし、管渠整備事業を休止

するというのであれば、県内でも例がございます。

それと、300年という問題なのですけれども、一応市のほうで下水道、今

の予定が平成46年計画となっておりますので、完成の予定です。

（ むつ市全部が」の声あり）「

〇建設部副理事・下水道課長（齊藤鐘司） むつ地区です、済みません。むつ

地区の完成が平成46年ということになっております。

以上であります。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） やめることはできないが、休止することはできると。や
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めることができない１点目の理由ですが、下水道浄化センターが稼働中でや

めることができない、２番目が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律。条例とか法律とか規則と言われれば、もう質疑するほうは、そこでと

まってしまうのです。２番目の法律はわかりました。

１番は、何ですか、これ法律か何か条例かであるのですか。下水道浄化セ

ンターが稼働中だからやめることができない。ただ書いただけのようであり

ますが、これをちょっと説明してください。

それで、休止することができる。休止している自治体がある。では、ここ

で改めて提案ですが、休止したらどうですか。きのうも言いましたね、私。

この借入金、この負債というのが将来必ず真綿で首締めるようにむつ市の肩

にどんとのしかかってくるのです。それで、平成46年。本当に旧むつ市とい

ったら、平成46年でしょう。旧むつ市、烏沢まで、関根まで来ますか。城ケ

沢の端まで行きますか。そういう計画でしょうけれども。奥内まで行かなけ

ればいけないですよ。合併浄化槽が今物すごく性能がいいのです。それに切

りかえるのも一つの手だし、私は将来、本当にこれ負担になると思っている

のです。だから、休止の方向で検討したらいかがでしょう。これ部長が言え

ないと思うのです、休止するかしないか、検討するも言えないでしょう。そ

ういう自治体があるのですから。ここをお答えください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

まず１点目の稼働中でやめられないという理由でございます。これは、ち

ょっと勘違いかもしれませんけれども、現在下水道に接続されている方々が

おります。ですから、運転をやめることができないという意味の稼働中です

から、やめれないということでございます。

（ ああ、加入している人が、もういるからな」の声あり）「

〇建設部長（太田信輝） はい。そういうことでございます。

それから、あと何年の件でございます。確かに四十何年ということで、大

、 。分おくれておりますので そこに到達できるかどうかという問題はあります

ただ、この前の質疑でもお答えしましたけれども、今青森県では平成22年、

平成23年で汚水処理施設の構想を見直しをしております。ですから、今確か

に旧むつ市は大きい面積を整備計画に入れておりますけれども、これが汚水

処理構想によって、例えば今お話ししたような城ケ沢とか、そういうぼんぼ

んと飛んでいるようなところは合併浄化槽で整備すると。いわゆる下水道は

行かない。要するに市街地で住宅が連檐している部分、これは下水道でいっ

たほうが有利なわけでございます。ただ、点在しているところは、そこまで
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の管渠を持っていって、さらに設備をつくっていくということになると、こ

れは個々の合併浄化槽が有利であるというふうな考えを持っておりますの

で、いずれにしても、この平成22年、平成23年で県が構想案をつくりますの

で、それに市も合わせてつくり直すということになりますので、もう少しお

待ちいただきたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 村中徹也委員。

〇委員（村中徹也） いや、もう少し待てないのです。

では、２番目の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律。要する

にこれをやめるとしたら補助金を返さなければいけない。もし今やめるとし

たら、幾ら返さなければいけないのですか、それ。

そして、合併浄化槽と言いますけれども、補助金まだやっていますか。そ

れは、柳町で申し上げれば、将来５年ですか、７年後に来るところは補助に

ならないのです。わかりますか。そういううちは知っているとおり、くみ取

りトイレをつけるのです、合併浄化槽の補助がないですから。そうすると、

７年間、５年間はくみ取りトイレなのです。シャワートイレではない、わか

りますよね。無駄になりますから。だから、今ペースダウンしているのです

から、そこにもやっぱり補助しないと、結局５年なり７年なり、そこの住民

が将来来るだろうという下水道のために水洗トイレを使えないでいるので

す。その枠を広げないといけないと思います。これも１つです。

何年に完成というのは、非常にこれ現実味のない話です。今平成22年です

か。あと24年で全部網羅するというのは、不可能な話でしょう。かえって私

は300年のほうが現実味があります。ですから、休止しないのであったら、

補助金を幾ら払ってやめられるのか。休止も、今県のほうで見直しやってい

ますから、それに乗っかるか、休止に行くか、もうちょっとお待ちください

という意味でとらえていいですか。休止も入れた検討するということでとら

えていいですか。これをお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

初めに、補助金の返還の件でございます。補助金の返還の額につきまして

は、ちょっと試算しておりません。ただ、最初の処理場をつくったときから

の返還が伴いますので、もう相当な額、多額な額になると思います。

（ 大体今わからない」の声あり）「

〇建設部長（太田信輝） 一応今むつの処理場の分だけで五十数億ですので、

その半額は返さなければならない。そのほかに、これまでやってきた管渠の

工事費、これも２分の１の補助ですから、それらも返さなければならないと
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いうことですので、まずやめるということはちょっと難しい。

（ 行っても地獄なのだよ」の声あり）「

〇建設部長（太田信輝） はい。

進め方としましては、これまでも何回かお話しさせていただいていますけ

れども、スピードダウンをして、要するに起債のピークを平成20年の112億

7,000万円くらいの額をピークにして、それ以降借金をふやさないというこ

とで45％の事業費の削減をしながら、抑えながらもゆっくりですけれども、

進めていくということを考えております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

（ ） 、〇委員 馬場重利 一般会計からの繰り入れを認めての発言でありますから

ちょっとどうかなとは思うのですけれども、私も過去に前市長のときでした

か、やめろとは言いません、一時凍結も考えるべきだということを申し上げ

。 、 、 。た これは この事業を始めるときに かなり議論もさせていただきました

これは、いわゆる本管を引いて、その地域の人に加入していただくために、

民間は強制的だよと、３年以内に加入しなければだめなのだと、これは法律

でそうなっていると、こういうことを聞いたのです。ところが、実際そうな

っていないわけです。そうなっていないどころか、この予算書の歳入ありま

すけれども、受益者分担金、受益者負担金、これ減っているのです。減って

いるということは、新規のいわゆる加入が見込めていないのかというふうに

見られる。しかも、下水道の使用料だって、こんな程度の増加にしかなって

いない。これ私加入率をまず高めるために、一時休止しろと、こういうこと

を申し上げたことがあったのです。これは、ここだけではなくて、日本各自

治体、各地方の自治体は、これ実は国が55％の補助をするからやれというこ

、 。 、とで これは大きな公共事業として始めているわけです みんな各自治体は

国の進めでこれやっている、公共事業ですから、これ。国は55％出すという

ことでやっているわけでしょう。結果どうなっているかというと、今村中委

員が言われたとおり、かなり苦しんでいる自治体が多いのです。これ当然な

のです。

お尋ねします。加入率を高めるためにどうしますか。何か方法をとってい

ますか。それを教えてください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

。 、これまでも職員による加入のお願いということで歩いてございます ただ

なかなか思うように加入率が上がらないということで、今年度は専門に臨時

職員でございますけれども、２名の職員を使って加入のあっせんに歩くとい
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うようなことを考えておりますので、それで少しは効果が上がるものと考え

ております。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） いろんな理由で、とてももう入れないという人がかなり

いるのです。これ、私さっきも言いましたけれども、これはもう下水道には

３年以内に入らなければだめなのですというふうに決まっているわけです。

それでもそんなにかかるのかとか、後継者がいないからだめだとか、いろん

。 、 、な事情があるでしょう 商売されている方は ましてもうこの不況ですから

冗談ではないということになる。これは、受益者負担、分担金も含めて、今

市で納付に対する長期とか、あるいは利子負担とか、そういうのがありまし

たよね。それちょっと教えてください。

〇委員長（鎌田ちよ子） 下水道課長。

〇建設部副理事・下水道課長（齊藤鐘司） 確かに下水道法では３年以内に接

続しなさいという義務づけがございます。ただし、一般の方の家庭の事情も

ございますし、経済的な問題もあります。あと、高齢化という問題も近年叫

ばれておりますけれども、それで役所のほうでも強制はできないということ

で、説明会でも説明しております。

それと、負担金が減っているという問題ですけれども、これに関しまして

は、整備が落ちていますので、整備する建物が少なくなってきているという

ことで負担金が減っていくということでございます。

（ 整備、何の整備」の声あり）「

〇建設部副理事・下水道課長（齊藤鐘司） 下水道管の整備がだんだん少なく

なってきておりますので、整備するエリアが小さくなってきていると。そう

なると、翌年に受益者負担かけるのですけれども、その面積が小さくなった

おかげで受益者負担も減ってしまうということでございます。

あと市のほうでも下水道の接続に関しまして１件80万円の利子を市のほう

でやるという貸付制度もやっております。それに関しましては、市のほうの

広報とかいろいろ出しているのですけれども、なかなか利用が少ない状況で

あります。

以上です。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） 利用が少ないというのは、もらうわけではないから、返

さなければならないから、とても返す見込みが立たないからということだろ

うと思います。

整備がおくれているからではないのです。私言っているのは、今までに何
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、 、 。千メーターですか 何万メーターになりますか 本管引いているわけですね

加入率を高めるというのは、今までの整備された地域での加入率を高めなけ

ればいけないでしょう。加入率が上がらないからどんどん、どんどん先に進

むというのではなくて、今まで整備された部分の中で加入率をいかに高める

かということでしょう。そうでないと、新しい加入率を求めるために本管だ

けどんどん、どんどん先へ進んでやるということ自体、これではおかしいで

しょう。

、 、 、国の補助金の関係もありますので いわゆる認定を受けた 今何次ですか

第２次でしょうか、あると思いますから、それをめどに、やっぱり一たんち

ょっととめて、これからの計画を見直すとか、その間に引いた部分があるわ

けですから、かなりの面積があるわけですから、そこの中で加入率を高める

ために一生懸命やるという形にしないと、これはもう直接これ返済にこれか

らかかってくるわけですから、後々まで、さっきの村中委員ではないけれど

も、真綿で首締められているのだけれども、そういう形になりますよ。その

辺のところをいま一度、いわゆる積極的なといいますか、２人職員ふやして

加入呼びかけますと言うけれども、その人たちは本当にこの制度の内容をよ

く知ってくれているのかと、それを説得するに足る知識を持った職員を使う

ことができるのか。これはやっぱりベテランの職員が行って、説得しないと

だめです。臨時で、パートで使った職員、チラシを持たせてやるだけでは、

説明会もかなり不評だったのです、説明会に出た市民の声を聞けば。かなり

不評だった。部長来ない、課長来ない、係の人が何だかんだしゃべるだけだ

と言った人もあるし、これ、いや、深刻な問題なのです、これ。補助金55％

つくからといっていいものではないのです。その辺の意気込みを、これ市長

のほうがいいと思う、市長。

〇委員長（鎌田ちよ子） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいまのご議論を聞かせていただきました。私もこ

の下水道、先ほど来お話がありました。離れた周辺部まで引っ張る必要があ

るのかというふうなお話がありました。これは、私も発言の方と同じような

思いでございます。やはりその部分においては、計画されたところで、今ペ

ースダウンもしております。昨年度から私が指示いたしまして、これはもう

どんどん、どんどん広げるべきではないというふうなことで、工事の部分も

管渠の部分もペースダウンをさせました。また、起債の制限というふうな、

先ほどお話ございましたように、平成20年度がピークとして、これからしっ

かりとこの下水道の部分についての起債管理もしていかなければいけない。

かなり県内でも、また全国的にも下水道の会計の中で、非常に大変な思いを
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しているというふうなことは私も認識をしておりますので、この部分につい

ては、しっかりと検討を重ねていきたいと、このように思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第29号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第29号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案

のとおり可決されました。

次は、議案第30号 平成22年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算を議

題といたします。

理事者の説明を求めます。企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 次に、議案第30号 平成22年度むつ市公共用地取得

事業特別会計予算についてご説明申し上げます。予算書の４ページをお開き

願います。

この会計は、公共用地の先行取得に関する会計でありまして、一般会計歳

出第２款総務費と関連する予算となっております。予算総額は、歳入歳出と

もに777万1,000円を計上してございます。参考資料の予算説明書７ページを

お開き願います。

まず、歳入であります。第１款繰入金、第１項、第１目一般会計繰入金で

ありますが、これは新町保育所用地購入に係る長期債元金及び利子の償還分

を一般会計から繰り入れするものであります。

第２款使用料及び手数料、第１項第１目使用料につきましては、新町保育

所用地に係る東日本電信電話株式会社の電話柱等４本分についての行政財産

目的外使用に係る土地使用料であります。

次に、８ページをお開き願います。歳出についてご説明を申し上げます。

第１款事業費、第１項地域整備事業費、第１目事業管理費につきましては、

維持管理の備えとして6,000円を計上しております。

第２款公債費、第１項公債費、第１目元金及び第２目利子についてであり
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ますが、これは新町保育所用地購入に係る長期債元金の償還金及び利子を計

上してございます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。馬場重

利委員。

〇委員（馬場重利） これは、起債の公債費、借金の支払いしかないと。結局

新しい公共用地の取得は今のところ予定がない、こういうことですよね。私

前に都市計画の部分でちょっと聞いたことがあるのですけれども、今、年度

内に都市計画マスタープランができ上がるわけですけれども、その質疑の中

でも私申し上げたのですが、いわゆる市内には旧むつ市の場合で申し上げま

すけれども、都市計画路線は線引きされているわけですね。これもう何十年

も前から引かれて、そのままのところもあるわけです。本当にやる気がある

のだったら、その重要な部分は買っておくべきではないのと、公共用地を、

そういうことを言ったことあるのだけれども、そういう計画といいますか、

それは全くないのですか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 馬場委員のお尋ねの趣旨はよく理解できますが、現

段階においては買うという、また判断には先行き至っておりませんので、こ

れからの検討課題として全体を見据えて考えさせていただくということでご

理解いただきたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） 都市計画路線、たしか４本ぐらいあったのではないかな

と思うのですが、本当にそれ見込みあるのかなと。見込みがあるなしにもか

かわらず、非常に重要な線引きの路線があるのです。どうしても必要だとい

うところが。だから、本当に計画的に、例えば５年かかろうが、あるいは最

悪10年もかかろうが、やっぱりその線が引かれた部分の用地の取得というの

は、これはもう事前にしておかないと、線引きしたままで県の補助金もらう

に一生懸命陳情したり何かしている。私そこはおかしいなと思うのです。今

部長が検討すると言うけれども、もうとっくに何十年も前から検討していな

ければならない路線なのです。都市計画路線というのはそうでしょう。一番

大事ですから、都市計画の中で。もう一度。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 土地建物を含めまして、公共施設、財産の管理とい

う点で、いわゆるファシリティーマネジメントと最近言われていますが、用

地会計の廃止に伴うもの、土地は残ります。昔の企業団地とか、あるいは一
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部都市計画街路になっている土地もございます。それとまた、一方で土地開

発公社で保有する土地、それから平素管財にて管理している土地、そして本

先行取得会計で保有している土地と、これらをやはり総合的にこれからのニ

ーズをよく精査して対応してまいるということでお答えにさせていただきま

す。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 馬場重利委員。

〇委員（馬場重利） これぐらいしか言えない、今の時点では恐らくそうだろ

うと思うのです。だけれども、私言っている意味わかるでしょう。公共用地

取得事業ですから、これはこの会計に残しておいていいのです。これ使うの

だと。絶対ここ使うのだと。道路に使うのだよというのがないと、先が見え

ないのです。それ以上のことは、恐らく部長言えないと思うけれども、ぜひ

前向きに、いや、計画すればいいというものではないのです、線引けばいい

というものではない。そういうことを申し上げたいと思います。

終わります。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ありませんか。新谷功委員。

〇委員（新谷 功） 新町の保育所の用地なのですけれども、私はここの用地

を買うに当たっては、新町の保育所はもうあすにでも危ないということで、

ぜひともあすにでも建設しなければならないということで購入した経緯がご

ざいますけれども、その後いろんな諸事情がありまして、今日まで延びてき

た、あるいは保育所再編計画というものも立ちはだかって、いろいろ検討し

、 、てきたのでありますが どうもこの辺も実は危うくなってきたといいますか

それは再編計画に基づいて指定管理者ということも浮上してきているわけで

す。むしろそちらのほうに行くような感じはしておるのですけれども、しか

しここはこのままにしておくわけにはいかない。買ってからも、あれはいつ

ですか、あれは１億数千万円で買ったと私は記憶していました。全く塩漬け

の状態なのです。これは、大変なことだと私は思うのです。そこで、部長、

ここの土地はどうするつもりなのですか。このままずっと持ち続けておくと

聞いてあるものか、これまた売るということはできないものでしょうか。で

きるのでしょうか。その点についてお願いします。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 新谷功委員のお尋ねにお答えいたします。

今のお話の中にも引用されましたが、新むつ市保育再編計画、この辺の方

針、方向性、それから具体の内容、これと整合性を保ちながら、本会計の運

用に対処してまいるということでございまして、その方向性いかんというと
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ころでその土地の管理のあり方が左右されてくるというふうに考えます。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷功委員。

〇委員（新谷 功） そういうことで、なかなか大変でしょうけれども、しか

しこれはゆゆしき問題であると思うのです。私は、さきの議会でも統合保育

所を旧市役所のところにつくったらいかがでしょうかというご提案も申し上

げましたけれども、これもいろんな事情があって、検討させてほしい旨の答

弁はいただきましたけれども、もうちょっと部長、あそこの新町の保育所建

設のために買っておる土地は売ることはできないのか。もう一度そこを確認

しておきたいと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） まず、売る前に、今ほど答弁したことを踏まえなけ

ればならないということがまず１つあります。それから、もう一つは、この

償還が平成26年度までで終了いたします。したがいまして、その前に新保育

再編計画の精神が確定して、そのうえで方向性が決まりまして、いよいよそ

の用途になじまないということに仮説を立てるとすれば、その段階で残った

未償還元金を返済しなければならなくなると。そのうえでまた土地の運用を

考えると、こういう手順になるかと思います。

以上でございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 新谷功委員。

〇委員（新谷 功） いや、すごく緩やかだなという感じは受けるのですけれ

ども、これ以上ちょっとあれだと思いますから。委員長、これで終わりたい

と思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第30号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第30号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案



- 78 -

のとおり可決されました。

次は、議案第31号 平成22年度むつ市魚市場事業特別会計予算を議題とい

たします。

理事者の説明を求めます。大畑庁舎所長。

〇大畑庁舎所長（栁谷正尚） 議案第31号 平成22年度むつ市魚市場事業特別

会計予算についてご説明を申し上げます。予算書の６ページをごらん願いま

す。

予算規模は、歳入歳出ともに755万9,000円で、対前年度比では金額で２万

4,000円、率では0.3％の増となっております。

続きまして、７ページをごらん願います。歳入では、１款の魚市場使用料

が主なものでございますが、中でも卸売場使用料は630万円と使用料全体の

83％を占めております。このため、使用料算定のもととなる魚市場での取扱

高の年変動は、各年度の収支差額に大きな影響を及ぼすものです。

内容をご説明申し上げますと、第１款使用料及び手数料、第１項使用料、

第１目使用料では、755万7,000円を計上してございます。

第２款財産収入、第１項財産運用収入、第１目預金利子は1,000円を計上

してございます。

第３款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金では、1,000円を計上してご

ざいます。

続きまして、８ページをごらん願います。歳出では、２款の施設費が98％

以上を占めており、魚市場の光熱水費、管理人賃金、施設の修繕料及び漁港

用地占用料が主なものとなってございます。内容を申し上げますと、第１款

総務費 第１項総務管理費 第１目一般管理費と第２目運営協議会費で計11万、 、

4,000円を計上してございます。

第２款施設費 第１項魚市場施設費 第１目魚市場施設費では 金額744万、 、 、

5,000円を計上してございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第31号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。
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これより議案第31号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案

のとおり可決されました。

次は、議案第32号 平成22年度むつ市水道事業会計予算を議題といたしま

す。

理事者の説明を求めます。公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 議案第32号 平成22年度むつ市水道事業会計予

算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量でございます

が、給水戸数は２万5,137戸、年間総給水量は704万 1,718立米を見込んでお

り、主要な建設改良事業としては、上水道整備事業、配水管整備事業及び水

道管路管理システム構築事業を計上しております。

第３条、収益的収入及び支出の予定額についてでありますが、この予算科

目は、経常的な営業活動の収支の状況を示すもので、水道事業収益は16億

837万5,000円、水道事業費用は15億3,807万2,000円計上しており、収支差し

引きで7,030万3,000円収入が上回る見込みになっております。詳細につきま

しては、４ページ、５ページの予算実施計画を参照していただきたいと存じ

ます。

次に、第４条、資本的収入及び支出の予定額についてでありますが、この

予算科目は将来の経営活動に備えて実施する施設の建設、改良及び企業債の

元金償還の支出と、それを賄う財源の収入状況を示すもので、資本的収入は

３億4,571万4,000円、資本的支出は10億6,841万5,000円計上しており、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額７億2,270万1,000円は、本文の括

弧書きのとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,921万

4,000円を初めとする各財源で補てんするものであります。詳細につきまし

ては、６ページ、７ページの予算実施計画を参照していただきたいと存じま

す。

２ページをお開き願います。第５条継続費についてでありますが、川内地

区の老朽施設の更新を主体とした上水道整備事業と災害等迅速な復旧の対応

を補完する水道管路管理システム構築事業の総額及び年割額を定めておりま

す。詳細につきましては、最後のページ、18ページの継続費に関する調書を

参照していただきたいと存じます。

次に、第６条、企業債についてでありますが、これは予算第４条の資本的
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収入の企業債２億8,980万円の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法を定めているものでありまして、ごらんの表のとおりとなってお

ります。

第７条では、一時借入金の限度額を３億円と定めております。

次に、第８条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費

として、職員給与費と公営企業管理者の交際費を計上しております。職員給

与費の詳細につきましては、９ページから12ページの給与費明細書を参照し

ていただきたいと存じます。

次に、第９条、他会計からの補助金でありますが、これは不採算事業であ

ります簡易水道の営業助成のため、一般会計から補助を受ける金額を１億

1,051万円としているものであります。

最後に、第10条では、たな卸資産の購入限度額として、量水器の購入及び

配水管等の補修原材料の購入限度額を1,710万円と定めております。

以上、簡単にご説明いたしましたが、財務の状況等につきましては、３ペ

ージ以降の予算に関する説明書を参照していただきたいと存じます。

〇委員長（鎌田ちよ子） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。横垣成

年委員。

〇委員（横垣成年） １点だけお願いします。

平成22年度は水道料金が値上げされるのですが、その総額を教えていただ

ければと思います。８ページを見ますと、事業収益が前年度より 1,169万

8,000円少ないので、ちょっと不思議だなと思って、ここも含めて教えても

らえればなと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） １ページにも示してございますが、水道事業収

益のうち営業収益の中でもご説明してございますが、さらに詳しいほうは４

ページの営業収益の中の給水収益のところでは、13億5,761万8,000円と見て

ございます。これは、前年度に比較いたしますと、1,274万5,000円の増とな

。 、ってございます 委員お尋ねの水道料金の統合に伴う増額分でございますが

３町村合わせますと1,977万5,000円になりますが、予算では1,274万5,000円

。 、 、の増となっております この違いは 旧むつ市の分の増収分が300万円程度

それから１ページ目に書いてございます平均給水量が前年度に比較しますと

10万9,000立米ほど減じておりますので、そのままでいきますと1,900万円程

度なのですが、予算上では1,000万円程度を水道料金の統一に伴っての増額

としてございます。

〇委員長（鎌田ちよ子） 横垣成年委員。
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〇委員（横垣成年） ちょっと再度、1,274万5,000円、これが正味今回の値上

げで負担増となる部分であるということでよろしいですね。1,274万5,000円

が今回の値上げで総額の負担増となる。値上げ分の負担増がこの 1,274万

5,000円ということでよろしいでしょうか。

〇委員長（鎌田ちよ子） 公営企業局長。

〇公営企業局長 佐藤純一 これは 全体分でございますので それから300万（ ） 、 、

円、旧むつ市の分も入っておりますので、1,000万円程度というふうに先ほ

ど答えさせていただきました。1,274万5,000円、給水収益は全体でふえるの

ですが、統合のものとしてふえるのは、旧むつ市の分の300万円を引いたも

のですので、1,000万円程度としてくださればと思います。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかに質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 質疑なしと認めます。

これで議案第32号についての質疑を終わります。

これより討論を行います。ご発言ありませんか。工藤孝夫委員。

（４番 工藤孝夫委員登壇）

（ ） 、〇委員 工藤孝夫 議案第32号 平成22年度むつ市水道事業会計予算に対し

反対討論を行います。

本案は、合併後の旧市町村間の水道料金をことし５月から旧むつ市の高い

料金体系に統一するという内容となっています。激変緩和措置として地区別

に調整期間を設けるとしているものの、ほとんどの家庭が使用している口径

13ミリメートルで月使用料15立方メートルの場合は、大半の家庭が値上げに

なることになります。特に本市の場合、増加の著しいひとり暮らしや、少人

数の一般家庭への負担が重くのしかかることになります。

以上の理由を申し述べ、討論といたします。議員皆様方のご賛同をお願い

いたします。

〇委員長（鎌田ちよ子） ほかにご発言ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） 討論なしと認め、これをもちまして討論を終了いた

します。

これより議案第32号を採決いたします。

、 。議案第32号についてはご異議がありますので 起立により採決いたします

本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起立者16人、起立しない者4人）

〇委員長（鎌田ちよ子） 起立多数であります。よって、議案第32号は原案の
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とおり可決されました。

以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしました。

なお、本委員会の審査結果報告書及び委員長報告の案文につきましては、

正副委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。

市長初め皆様のご協力を得まして、以上をもちまして予算審査特別委員会

を閉会いたします。

（午後 ４時０２分 閉会）

上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

むつ市議会予算審査特別委員会

委 員 長 鎌 田 ちよ子
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